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Ⅰ．事業の概要 
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１．目的 

今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により介護サービス従事者も感染し、事業所自体が休業を強

いられ、他の事業所にサービス提供を依頼する状況などが発生した。このように新興・再興感染症や災害発

生時においては、自事業所の業務継続計画に基づく対応だけでなく、地域の他の事業所との連携・協力は欠

かすことができない。 

特に、訪問看護は、疾患に対する処置や薬剤の管理などの情報の取扱いや、医師の指示書の交付の方法な

どの取扱いを含む事前の連携・協力体制、取り決め事項の整備が必要であり、医師、介護サービス提供者な

ど関係者を有機的に結び付ける機能を果たしうる位置にある。 

弊社では、令和2年（2020）度の当事業において、「地域における中小規模の訪問看護事業所の機能強

化および事業所間連携の推進に関する事業」（以下、「先行研究」という。）を採択いただき、新型コロナ

ウイルス感染症が拡大している令和3年1月に、訪問看護事業所にアンケート調査（抽出・4,000事業所対

象）を実施し、連携体制整備状況について把握を行っている。新型コロナウイルス感染症を踏まえた訪問看

護事業所間による連携体制の整備状況は、「連携体制が（一部）整備されている」25.1%、「準備段階」

31.5%、「未着手」31.7%、「知らない」11.7%と7割以上が整備されていなかった。また、地震や洪水な

ど自然災害時の連携体制は、自然災害が発生しやすい国であるにもかかわらず新型コロナウイルス感染症を

上回る9割弱が未だ整備されていない状況にあることが明らかとなった。連携の必要性を感じつつも連携

体制の整備を困難なものにしている原因は、「連携に関する情報が不足している」「調整・合意形成に時間

がかかる」「運用ルールの具体化に時間がかかる」こと等をあげており、日々の事業に忙殺される事業所

が、自ら旗振り役となって連携を推進するには限界がある。事業所間の連携には、事業所間の状況を踏まえ

調整できるコーディネータ役が必要であろう。 

コーディネータ役は、保険者である自治体が担うことが適切と思われるが、自然災害時の連携体制整備に

おける自治体の参加状況は2割弱、発案者としては1割にとどまっており、新型コロナウイルス感染症に

至っては、参加は1割弱、発案者としては数％と、低い関与状況であった。 

保険者である自治体は、主体的に積極的に連携体制の整備に関与し、有事にあっても、介護保険サービス

が継続して提供されるよう体制を整備構築することが求められる。 

そこで、本事業では、訪問看護事業所を中心に新興・再興感染症や災害発生時における地域の介護保険サ

ービス事業所間の連携・協力体制の整備状況等について改めてアンケート調査を実施し、整備の進捗状況に

ついて把握を行った。また、先行的な取組事例を収集し、地域における連携体制整備を進めるための手引き

を作成するとともに、連携の中心的役割を期待される訪問看護事業所やそれを支援する自治体等が協力し、

介護サービス事業所間の連携・協力体制整備ができるよう、作成した手引きを踏まえた研修会を開催した。 
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２．事業の概要 

本事業では以下の内容を実施した。 

1. 検討会・ワーキンググ

ループの設置 
検討委員会では、現状の課題、ワーキンググループが検討した「地域に

おける連携体制整備のための手引き」（案）について検討を行った。検

討委員会は学識者、職能団体、訪問看護事業所団体等及び自治体からな

る10名で構成し、3回開催した。 
2.アンケート調査の実施 新興・再興感染症や災害発生時における地域の介護保険サービス事業所間

の連携・協力体制の整備状況等の実態を明らかにし、今後の連携のあり方

等について検討することのできる調査票を開発し、全国の自治体および訪

問看護事業所を対象に調査を実施した。 
①自治体 1741（特別区 23、市 792、町 743、村 183） 
②訪問看護事業所 9,870事業所 

3. 先行的取組事例把握の

ためのヒアリング調査の実

施 

「2.アンケート調査」の結果を踏まえ、3つの自治体に対し、新興・再興

感染症や災害発生時における地域の介護保険サービス事業所間の連携・

協力体制の整備等の状況について具体的に把握するため、ヒアリング調

査を行った。 
4. 手引き検討のための 
ワーキングの実施 

「地域における連携体制整備のための手引き」を検討するためのワーキ

ンググループ（自治体ワーキンググループおよび訪看ワーキンググルー

プおよび）を設置し、新興・再興感染症や災害発生時における地域の介

護保険サービス事業所間の連携・協力体制の整備状況等の実態、今後連

携体制を強固（有効）なものとするために必要なこと（現状の課題）等

を把握した。 
【自治体ワーキング】 
委員長とリーダーとメンバーの計8名で実施した。メンバーは、自治体

と職能団体とし、訪看ワーキングで検討した内容について、自治体の意

見を反映させるため、自治体のワーキングを2回開催した。 
【訪看ワーキング】 
委員長とリーダーとメンバーの計7名で実施した。メンバーは、訪問看

護ステーション連絡協議会や訪問看護事業所とし、2回開催した。 
5. 手引きの作成 検討会にて、ワーキングメンバーにより作成した「地域における連携体

制整備のための手引き」（案）について検討し、手引きを完成させ、本

事業の成果物とした。 
6. 手引きを活用した 
研修会の開催 

先行的な取組事例を収集し、地域における連携体制整備を進めるための

手引きを作成していることを周知するとともに、連携の中心的役割を期

待される訪問看護事業所やそれを支援する自治体等が協力し、介護サー

ビス事業所間の連携・協力体制整備ができるよう、作成した手引きを踏

まえた研修会を開催した。 
【開催概要】 
・目 的：自治体等と訪問看護事業所の連携促進と手引き作成の周知 
・対 象：地域で連携を推進する自治体の高齢者福祉所管部局、災害対策

所管部局や保健衛生所管部局等、連携の中心となる訪問看護事業所等 
・日時：令和5年3月3日（金）13:30～16:30（3時間）  
・開催方法：リモート（ZOOMウェビナー） 
・開催回数：1回 
・申込件数（集団視聴可）：384件 
・参加件数（集団視聴可）：300件 

7. 報告書の作成と手引き

の周知 
本調査研究事業の報告書を作成した。また、「地域における連携体制整

備のための手引き」の周知を行った。 
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３．調査概要 

（１）アンケート調査 

全国の自治体を対象に調査を実施した。 

① 自治体調査 

調査対象 自治体 1741（特別区 23、市 792、町 743、村 183） 

調査方法 メール依頼・エクセルファイル回答 

回答対象者 自治体担当者 

回答画面へのアクセス メールで送付した調査依頼状にアンケート調査回答用のエクセルファイ

ルを添付し、エクセルファイルに回答を埋めていただいた。 

発信及び取りまとめにあたっては、都道府県担当者の協力を得た。 

調査期間 令和 4年 9月26日～令和 4年 11月15日 

有効回収数 1,209票（有効回収率69.4%） 

督促の有無 都道府県担当者へ状況確認を実施 

主な調査項目 ・市区町村の概要 

・有事を見据えた市区町村の検討体制の状況 

・新型コロナウイルス感染症における支援の実施状況 

・有事の際における介護サービス提供に関する検討体制の状況 

・有事の際における介護サービス提供の意識・対応状況 他 

 

② 訪問看護事業所調査 

調査対象 全国の訪問看護事業所 FAX送達確認済：9870事業所 

調査方法 FAX依頼・WEB回答 

回答対象者 主に看護の現場管理者  

回答画面へのアクセス 各施設へ送付した調査依頼状にアンケート調査回答サイトの URLを記載

した。また、日本能率協会総合研究所のウェブサイトからアンケート調

査回答サイトへ誘導した。 

調査期間 令和 4年 9月26日～令和 4年 10月24日 

有効回収数 1,225票（有効回収率12.4%） 

督促の有無 FAXにて 3回実施 

主な調査項目 ・法人（経営主体、所在地、法人・グループの事業内容等） 

・訪問看護事業所（体制、利用者数等） 

・地域で運用している連携システム 

・新型コロナウイルス感染症の連携体制の整備状況 

・地震や洪水など自然災害時における連携体制の整備状況 

・事業継続計画（BCP）策定状況 

・ヒアリング協力依頼 他 
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（２）ヒアリング調査 

アンケート調査を踏まえ、地方公共団体に対しヒアリング調査を実施した。 

調査の対象 アンケート調査結果から次の回答があった自治体の中から電話で状況を

伺い、選定。 

・有事の際に地域で介護サービスを継続して提供することを検討してい

る自治体（愛知県碧南市） 

・地域での検討体制に訪問看護連絡協議会が参画していると回答した自

治体（島根県吉賀町、東京都江戸川区） 

調査の方法 ヒアリング（リモート・現地） 

調査期間 令和 5年 1月13日～令和 5年 1月 24日 

ヒアリング内容 ・自治体の概要 

・地域で取り組んでいる連携体制の概要 

・連携体制整備に向けた検討内容について 

・発災の有無とその際の連携体制の稼働状況 

４．実施体制等 

（１）実施体制 

調査研究事業を行うにあたって、有識者からなる検討委員会及びワーキングを設置した。 

【 検討委員会名簿（敬称略・五十音順） ◎委員長 】 

委員名 所属・役職 備考 

井口
い ぐ ち

  理
あや

 日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 准教授 
自治体WG 

リーダー 

石田
い し だ

 千
ち

絵
え

 日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 教授 
WG 

全体統括 

菅野
か ん の

 太郎
た ろ う

 東京大学大学院 工学系研究科システム創成学専攻 准教授  

木村
き む ら

 浩美
ひ ろ み

 
熊本県訪問看護ステーション連絡協議会代表 

社会医療法人寿量会 ホームケアサポートセンター 副センター長 

訪看WG

メンバー 

臺
だい

  有
ゆ

桂
か

 
神奈川県立保健福祉大学 看護学科  

 地域・在宅・学校保健領域 教授 

訪看WG 

リーダー 

出口
で ぐ ち

 さとみ 
愛知県 保健医療局 健康医務部 医療計画課 

担当課長（地域保健・統計） 
 

中島
なかじま

 朋子
と も こ

 
一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事 

東久留米白十字訪問看護ステーション所長 
 

堀川
ほりかわ

 尚子
な お こ

 
公益社団法人日本看護協会  

医療政策部在宅看護課 社会保険・調査研究担当 専門職 
 

前川
まえかわ

 美奈子
み な こ

 熱海市 長寿介護課 長寿支援室長 （保健師） 
自治体WG

メンバー 

簗場
や な ば

 玲子
り ょ う こ

 
全国保健師長会 災害時保健活動特別委員会委員長 

宮城県仙台保健福祉事務所・塩釜保健所 技術副参事兼総括技術次長 
 

◎ 
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【自治体ワーキング名簿（敬称略・五十音順） ○リーダー】 

委員名 所属・役職 備考 

井口
い ぐ ち

  理
あや

 日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 准教授 委員 

伊久美
い く み

 佳代
か よ

 藤枝市健康福祉部地域包括ケア推進課 課長  

石田
い し だ

 千
ち

絵
え

 日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 教授 

WG 

全体統括 

杉浦
すぎうら

 洋子
よ う こ

 碧南市 健康推進部高齢介護課 課長補佐   

相馬
そ う ま

 幸恵
ゆ き え

 
新潟県 三条地域振興局 健康福祉環境部 地域保健課 

参事・地域保健課長（保健師） 
 

出口
で ぐ ち

 さとみ 
愛知県 保健医療局 健康医務部 医療計画課 

担当課長（地域保健・統計） 
委員 

前川
まえかわ

 美奈子
み な こ

 熱海市 長寿介護課 長寿支援室長 （保健師） 委員 

簗場
や な ば

 玲子
り ょ う こ

 
全国保健師長会 災害時保健活動特別委員会委員長 

宮城県仙台保健福祉事務所・塩釜保健所 技術副参事兼総括技術次長 
委員 

 

【 訪問看護ワーキング名簿（敬称略・五十音順） ○リーダー】 

委員名 所属・役職 備考 

石田
い し だ

 千
ち

絵
え

 日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 教授 
WG 

全体統括 

木村
き む ら

 浩美
ひ ろ み

 
熊本県訪問看護ステーション連絡協議会 代表 

社会医療法人寿量会 ホームケアサポートセンター 副センター長 
委員 

志茂
し も

 ふじみ 公益社団法人沖縄県看護協会 （看護師）  

臺
だい

  有
ゆ

桂
か

 
神奈川県立保健福祉大学 看護学科  

 地域・在宅・学校保健領域 教授 
委員 

松浦
まつうら

 千春
ち は る

 

宮城県訪問看護ステーション連絡協議会 会長 

医療法人社団静実会 ないとうクリニック訪問看護ステーション  

管理者・看護部長 

 

山
やま

﨑
さ き

 和代
か ず よ

 
兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会 副会長 

西宮市訪問看護センター 管理者 
 

横田
よ こ た

 佳
か

苗
な え

 
静岡県訪問看護ステーション協議会 

訪問看護ステーションれん 所長 
 

  

○ 

○ 
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【 オブザーバー：厚生労働省（敬称略） 】 

老健局 

老人保健課 介護予防対策専門官（併：看護専門官） 川中
かわなか

 淑恵
よ し え

 

老人保健課 主査 渡邊
わたなべ

 文子
ふ み こ

 

 

【 事務局：㈱日本能率協会総合研究所 】 

社会イノベーション 

研究事業本部 

福祉・医療・労働政策研究 部長 川村 静香 

福祉・医療・労働政策研究部 主任研究員 中村 友 

イノベーション研究チーム 研究員 原田 麻央 

 

（２）委員会及びワーキングの開催 

開催した検討委員会（計3回）、自治体ワーキング（計2回）、訪問看護ワーキング（計2回）の開催

日時及び主な議題は以下の通りである。 

【 検討委員会の開催 】 

回 開催日時 主な議題 

第 1回 

令和４年 

8月１日（月） 

10：00～12：00 

１．本事業の進め方及び検討に向けた整理 

２．連携体制における訪問看護事業所・自治体から見た課題 

３．調査票の検討 

 ・訪問看護事業所 調査票（案） 

 ・自治体 調査票（案） 

第 2回 

令和４年 

12月 6日（火） 

14：00～16：00 

１．進捗報告 

２．調査結果報告 

 ・訪問看護事業所調査 

 ・自治体調査 

３．訪看ワーキングの報告 

 ・第 1回訪看ワーキング 議事録 

 ・第 2回訪看ワーキング 議事録 

４．手引きについて 

 ・手引き骨子案 

 ・手引き素案 

５．セミナーについて 

第 3回 

令和５年 

２月８日（水） 

10：00～12：00 

１．進捗報告 

２．自治体ワーキングの報告 

 ・第 1回訪看ワーキング 

 ・第 2回訪看ワーキング 

３．ヒアリング報告 

４．手引き（案） 

５．セミナーについて 

 ・セミナープログラム案 
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【 自治体ワーキングの開催 】 

回 開催日時 主な議題 

第 1回 

令和５年 

１月 10日（火） 

15：00～17：00 

１．各地域の取組について 

 ・自治体メンバー取組紹介・質疑応答 

２．手引きの検討 

 ・手引き素案 

第 2回 

令和５年 

１月 31日（火） 

10：00～12：00 

１．ヒアリング報告 

 ・吉賀町（1/13） 

 ・江戸川区（1/20） 

 ・碧南市（1/24） 

２．手引きの検討 

 ・手引き素案 

 

【訪問看護ワーキングの開催 】 

回 開催日時 主な議題 

第 1回 

令和４年 

10月 21日（金） 

14：00～16：00 

１．訪看ワーキングの位置づけと進め方 

 ・本事業の進め方と検討に向けた整理 

２．各地域の取組 

 ・メンバー取組紹介・質疑応答 

３．有事の際でも介護保険サービスを提供し続けるために、有

事の際における訪看の役割の可能性と自治体に期待すること 

第 2回 

令和４年 

11月 15日（火） 

14：00～16：00 

１．調査結果報告 

 ・訪問看護事業所調査結果（中間報告） 

 ・自治体調査結果（中間報告） 

２．課題の整理 

 ・手引き作成に向けた課題の整理① 

 ・ 第1回訪看ワーキング発言録 

３．連携の手引の検討 

 －訪問看護事業所編~在宅難民を出さないために－  
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Ⅱ．アンケート調査結果 

Ⅱ－１．自治体調査 
 

 

 

 

 

● 図表掲載方法について 

 設問には単一回答と複数回答があるが、複数回答のみ、図表名に続いて（複数回答）の表

記を付記した。 

 アンケートの構成上、先行する設問の回答結果によって後続の設問の回答対象者が限定さ

れる設問は、図表名に続いて回答対象者に関する補足説明を付記した。 
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１．市区町村の概要 

（１）市区町村の所在 

市区町村の所在を聞いたころ、「北海道」が9.1%と最も高く、「千葉県」が4.5%、「福岡県」が3.7%
と続いている。 

図表 1 市区町村の所在 

  

  
9.1

0.5

1.7

2.0

2.1

2.7

3.1

3.3

2.1

1.7

2.3

4.5

3.3

2.0

1.2

0.6

1.1

1.4

1.2

3.3

2.1

2.2

2.6

2.3

1.5

1.2

1.8

3.4

2.5

2.3

0.7

1.6

2.2

0.5

1.6

2.0

1.2

0.9

0.3

3.7

1.6

1.3

2.6

1.5

2.1

3.6

1.6

0.0

0% 2% 4% 6% 8% 10%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

無回答

全体(n=1,209)
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２．有事を見据えた市区町村、庁内の検討体制 

（１）庁内の検討体制 

有事（感染症や自然災害）を見据え介護サービス事業継続に関する庁内の検討体制の有無を聞いたとこ

ろ、「感染症と自然災害どちらもない」が62.4%と最も高く、「感染症と自然災害ともにある」が

28.4%、「感染症はないが、自然災害はある」が7.7%、「感染症はあるが、自然災害はない」が1.5%とな

っている。 

図表 2 庁内の検討体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）感染症・自然災害による庁内検討体制の別 

（１）にて感染症・自然災害ともに庁内検討体制があると回答した市区町村（n=343）に対して、感染

症・自然災害の検討体制が同じか別かを確認したころ、全体では、「別の体制で検討している」が51.3%
と最も高く、「同一の体制で検討している」が48.4%となっている。 

 

図表 3 感染症・自然災害による庁内検討体制の別 

（対象：感染症・自然災害ともに検討体制がある市区町村） 

感染症と
自然災害

ともにある

28.4% 感染症はあ
るが、自然災

害はない

1.5%

感染症はな
いが、自然災

害はある

7.7%

感染症と自
然災害どちら

もない

62.4%

無回答
0.1%

全体(n=1,209)

別の体制で
検討している

51.3%

同一の体制
で検討してい

る

48.4%

無回答
0.3%

全体(n=343)
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（３）感染症・自然災害による庁内検討体制の別の理由 

（２）にて別の体制で検討していると回答した市区町村（n=176）に対して、その理由を聞いたところ、

全体では「所管する部署が異なるため」が75.6%と最も高く、「災害の内容が異なるため」が35.2%、

「検討に参加するメンバーが異なるため」が31.8%となっている。また「理由はわからない」が0.6%とな

っている。 
図表 4 感染症・自然災害による庁内検討体制の別の理由 

（対象：感染症・自然災害で別の検討体制を設けている市区町村） 

 

 

 

 

 
       

（４）庁内検討体制を主導している所管部署 

感染症の庁内検討体制があると回答した市区町村（n=361）に対して、検討体制を主導している所管課

を聞いたところ、「保健衛生所管部署」が38.0%と最も高く、「高齢者福祉所管部署」が29.4%、「災害

対策（危機管理）所管部署」が16.3%、「総務所管部署」が10.0%となっている。 

自然災害の庁内検討体制があると回答した市区町村（n=436）に対して、検討体制を主導している所管

課を聞いたところ、「災害対策（危機管理）所管部署」が56.7%と最も高く、「高齢者福祉所管部署」が

20.2%、「総務所管部署」が16.5%、「保健衛生所管部署」が1.1%、「障害福祉所管部署」が0.5%、「商

工労働所管部署」が0.2%となっている。 

図表 5 主導している所管部署 （対象：庁内検討体制があると回答した市区町村） 

 

 

  
29.4

0.0

0.0

38.0

16.3

0.0

0.0

10.0

0.0

3.0

3.3

20.2

0.5

0.0

1.1

56.7

0.2

0.0

16.5

0.0

2.3

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

高齢者福祉所管部署

障害福祉所管部署

児童福祉所管部署

保健衛生所管部署

災害対策（危機管理）所管部署

商工労働所管部署

財務所管部署

総務所管部署

教育委員会

その他

無回答

感染症(n=361)

自然災害(n=436)

75.6

31.8

35.2

1.7

0.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

所管する部署が異なるため

検討に参加するメンバーが異なるため

災害の内容が異なるため

その他

理由はわからない

無回答
全体(n=176)
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（５）協定の締結状況 

感染症の庁内検討体制があると回答した市区町村（n=361）に対して、感染症に関する有事を見据え、協

定を締結している機関を聞いたところ（複数回答）、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が

34.6%と最も高く、「指定管理者（福祉施設）」が15.2%、「介護サービス提供事業所（協議会含む）」が

6.6%、「特定の訪問看護ステーション」が3.9%、「協定は締結していない」が3.9%、「他自治体」が

3.0%、「指定管理者（福祉施設以外）」が2.2%、「訪問看護連絡協議会」が0.8%、「医療機関（病

院）」が0.8%、「郡市区医師会」が0.3%、となっている。 

自然災害の庁内検討体制があると回答した市区町村（n=436）に対して、自然災害に関する有事を見据

え、協定を締結している機関を聞いたところ（複数回答）、「指定管理者（福祉施設以外）」が61.2%と

最も高く、「郡市区医師会」が26.4%、「医療機関（病院）」が14.7%、「特定の訪問看護ステーショ

ン」が6.9%、「指定管理者（福祉施設）」が6.7%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が

6.4%、「協定は締結していない」が3.4%、「訪問看護連絡協議会」が2.1%、「都道府県」が1.8%、「介

護サービス提供事業所（協議会含む）」が1.4%、「医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）」が1.4%、

「他自治体」が0.9%となっている。 

 

図表 6 協定の締結状況 （対象：庁内検討体制があると回答した市区町村） （複数回答） 

 

 

  

6.6

34.6

0.8

3.9

0.0

0.3

0.0

0.8

3.0

15.2

2.2

3.9

51.8

1.4

6.4

2.1

6.9

1.8

26.4

1.4

14.7

0.9

6.7

61.2

3.4

13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

介護サービス提供事業所（協議会含む）

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

訪問看護連絡協議会

特定の訪問看護ステーション

都道府県

郡市区医師会

医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）

医療機関（病院）

他自治体

指定管理者（福祉施設）

指定管理者（福祉施設以外）

協定は締結していない

無回答

感染症(n=361)

自然災害(n=436)
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（６）協定の締結方法（一括か個別か） 

感染症に関して協定を締結している市区町村（n=160）に対して、締結した協定の締結方法を聞いたとこ

ろ、「それぞれ個別に締結している」が18.1%と最も高く、「一括して締結している」が3.8%、「個別と

一括での締結を併用している」が3.1%となっている。 

自然災害に関して協定を締結している市区町村（n=363）に対して、締結した協定の締結方法を聞いたと

ころ、「それぞれ個別に締結している」が45.5%と最も高く、「個別と一括での締結を併用している」が

9.6%、「一括して締結している」が4.7%となっている。 

 

図表 7 協定が一括か個別か （対象：協定を締結している市区町村） 

 

（７）協定の内容 

感染症に関して協定を締結している市区町村（n=160）に対して、締結した協定の内容を聞いたところ

（複数回答）、「物品協力」が66.9%と最も高く、「情報共有での協力」が60.6%、「人的協力」が

18.8%、「施設利用の協力」が12.5%、「技術協力・指導」が12.5%となっている。 

自然災害に関して協定を締結している市区町村（n=363）に対して、締結した協定の内容を聞いたところ

（複数回答）、「物品協力」が25.6%と最も高く、「情報共有での協力」が16.5%、「人的協力」が

4.7%、「施設利用の協力」が2.8%となっている。 

 

図表 8 協定の内容 （対象：協定を締結している市区町村） （複数回答） 

 

感染症(n=160)

自然災害(n=363)

18.1 

45.5 

3.8 

4.7 

3.1 

9.6 

75.0 

40.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

それぞれ個別に締結している 一括して締結している 個別と一括での締結を併用している 無回答

18.8

66.9

12.5

60.6

12.5

83.1

3.8

4.7

25.6

2.8

16.5

0.0

1.9

69.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

人的協力

物品協力

施設利用の協力

情報共有での協力

技術協力・指導

その他

無回答

感染症(n=160)

自然災害(n=363)
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（８）地域包括支援センターの委託に災害対応が含まれるか 

地域包括支援センターの委託に災害対応が含まれ

ているか聞いたところ、「直営」が50.4%と最も高

く、「全て委託しており、災害対応は含まない」が

29.4%、「全て委託しており、災害対応は含む」が

8.9%、「一部委託しており、災害対応は含まない」

が7.8%、「一部委託しており、災害対応は含む」が

2.5%となっている。 

 

図表 9 地域包括支援センターの委託に        

災害対応が含まれるか 

 

 

 

３．新型コロナウイルス感染症における支援の実施状況 

（１）市区町村独自の支援 

新型コロナウイルス感染症における市区町村独自支援の実施状況について聞いたところ、「感染症対策等

の情報提供」が72.2%と最も高く、「感染症対策備品等の物品の提供」が67.7%、「慰労金等の金銭的補

助」が23.9%、「感染症対策の研修」が16.1%、「感染症対策の情報共有の場の設定」が15.2%、「介護

サービス事業者向けの相談窓口の設置」が3.1%、「人的派遣（他施設職員の紹介）」が2.7%、「人的派遣

（自治体職員）」が2.2%となっている。また「特に実施していない」が、10.6%となっている。 

図表 10 市区町村独自支援 （複数回答） 

 

 

  

直営
50.4%

一部委託し
ており、災害

対応は含ま

ない
7.8%

一部委託し
ており、災害

対応は含む

2.5%

全て委託して
おり、災害対

応は含まな

い
29.4%

全て委託して
おり、災害対

応は含む

8.9%

無回答
1.1%

全体(n=1,209)

72.2

15.2

16.1

2.2

2.7

67.7

23.9

3.1

7.3

10.6

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

感染症対策等の情報提供

感染症対策の情報共有の場の設定

感染症対策の研修

人的派遣（自治体職員）

人的派遣（他施設職員の紹介）

感染症対策備品等の物品の提供

慰労金等の金銭的補助

介護サービス事業者向けの相談窓口の設置

その他

特に実施していない

無回答
全体(n=1,209)
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（２）提供した情報の内容 

新型コロナウイルス感染症の市区町村独自支援で情報提供と回答した市区町村（n=873）に対して、提供

した情報の内容を聞いたところ（複数回答）、「手指消毒等、感染対策の手法に関すること」が79.3%と

最も高く、「補助金等の金銭的支援に関すること」が62.7%、「陽性者等の感染状況に関すること」が

31.6%、「応援職員等の人的支援に関すること」が28.9%となっている。 
 

図表 11 提供した情報の 

内容（対象：独自支援で 

情報を提供した市区町村）

（複数回答） 

 
 
 
 
 
 

 

（３）情報共有の場の参加対象 

新型コロナウイルス感染症の市区町村独自支援で感染症対策の情報共有の場を設定したと回答した市区町

村（n=184）に対して、情報共有の場の参加対象を聞いたところ（複数回答）、「介護サービス提供事業

所」が88.6%と最も高く、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が61.4%、「医療機関（診療

所（医科・歯科）、薬局）」が20.1%、「医療機関（病院）」が18.5%、「特定の訪問看護ステーショ

ン」が13.6%、「訪問看護連絡協議会」が11.4%、「指定管理者（福祉施設）」が11.4%、「都道府県」

が9.2%、「郡市区医師会」が7.6%、「指定管理者（福祉施設以外）」が1.6%、「大学等の看護系教員・

研究者」が1.1%となっている。 
 

図表 12 情報共有の場の 

参加対象（対象：独自支援 

で情報共有の場を設定した 

市区町村）（複数回答） 

 

 

 

  

88.6

61.4

11.4

13.6

9.2

7.6

20.1

18.5

1.1

11.4

1.6

7.6

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護サービス提供事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

訪問看護連絡協議会

特定の訪問看護ステーション

都道府県

郡市区医師会

医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）

医療機関（病院）

大学等の看護系教員・研究者

指定管理者（福祉施設）

指定管理者（福祉施設以外）

その他

無回答

全体(n=184)

31.6

79.3

62.7

28.9

10.2

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

陽性者等の感染状況に関すること

手指消毒等、感染対策の手法に関すること

補助金等の金銭的支援に関すること

応援職員等の人的支援に関すること

その他

無回答
全体(n=873)
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（４）介護サービスを提供できなかった事業所の把握状況 

介護サービスを提供できなかった事業所を把握しているか聞いたところ、「把握している」が52.1%と

最も高く、「把握していない」が34.7%、「わからない」が12.9%となっている。 

 

図表 13 介護サービスを提供できなかった事業所の把握状況 

 

（５）介護サービスを提供できなかった事業所の把握方法 

介護サービスを提供できなかった事業所を把握している市区町村（n=630）に対して、把握方法を聞いた

ところ（複数回答）、「事業者からの相談で知った」が73.3%と最も高く、「自治体に情報が集約する体

制を構築している」が39.2%、「利用者からの相談で知った」が7.5%、「情報共有の場等で偶然知った」

が5.7%、「協議会などの会議で確認している」が4.4%となっている。 

 

図表 14 介護サービスを提供できなかった事業所の把握方法（対象：介護サービスを提供できなかった事業所を把握し

ている市区町村） （複数回答） 

 

  

把握している
52.1%

把握して
いない

34.7%

わからない
12.9%

無回答
0.2%

全体(n=1,209)

39.2

4.4

5.7

7.5

73.3

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

自治体に情報が集約する体制を構築している

協議会などの会議で確認している

情報共有の場等で偶然知った

利用者からの相談で知った

事業者からの相談で知った

無回答 全体(n=630)
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（６）訪問看護ステーションからの申し出 

新型コロナウイルスの感染流行期において、訪問看護ステーションからどのような申し出があったか聞い

たところ、「物品不足時に対する協力」が8.5%と最も高く、「医療と介護連携の調整等の協力」が2.0%、

「介護サービスの提供が滞った際の人的協力」が1.8%、「自宅・施設療養者の症状悪化時の訪問看護」が

1.7%、「自宅・施設療養者の健康観察」が1.3%、「介護施設等への感染症対策指導・研修」が1.1%とな

っている。また「申し出を受けたことはない」が、87.1%となっている。 

 

図表 15 訪問看護ステーションからの申し出 

 

 

 

  

1.8

8.5

2.0

1.1

1.3

1.7

1.4

87.1

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護サービスの提供が滞った際の人的協力

物品不足時に対する協力

医療と介護連携の調整等の協力

介護施設等への感染症対策指導・研修

自宅・施設療養者の健康観察

自宅・施設療養者の症状悪化時の訪問看護

その他

申し出を受けたことはない

無回答 全体(n=1,209)
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４．市区町村管内における介護サービス提供に関する検討体制 

（１）市区町村管内の検討体制（庁外）の構築状況 

市区町村管内で、感染症に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制(庁外と

の検討体制や連絡会等が設置した検討体制も含む）の構築状況を聞いたところ、「構築されていない」が

78.7%と最も高く、「構築されている」が7.2%、「構築中」が2.3%、「わからない」が11.2%となってい

る。 

市区町村管内で、自然災害に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制(庁外

との検討体制や連絡会等が設置した検討体制も含む）の構築状況を聞いたところ、「構築されていない」が

77.9%と最も高く、「構築されている」が6.6%、「構築中」が3.1%、「わからない」が12.1%となってい

る。 

 

図表 16 市区町村管内の介護サービス提供の検討体制（庁外） 

 
 

（２）市区町村管内における検討体制の構成メンバー 

市区町村管内で、感染症に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=115）に検討体制の構成メンバーを聞いたところ

（複数回答）、「貴自治体(含む直営の地域包括支援センター) 」が73.9%と最も高く、「介護サービス提

供事業所」が73.0%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が50.4%、「医療機関（診療所

（医科・歯科）、薬局）」が25.2%、「地域包括支援センター」が24.3%、「医療機関（病院）」が

19.1%、「都道府県」が17.4%、「訪問看護連絡協議会」が9.6%、「特定の訪問看護ステーション」が

7.0%、「郡市区医師会」が7.0%、「大学等の看護系教員・研究者」が0.9%となっている。また「わから

ない」が3.5%となっている。 

市区町村管内で、自然災害に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=117）に検討体制の構成メンバーを聞いたところ

（複数回答）、「介護サービス提供事業所」が75.2%と最も高く、「貴自治体(含む直営の地域包括支援セ

ンター) 」が70.9%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が54.7%、「地域包括支援センタ

ー」が34.2%、「医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）」が23.1%、「医療機関（病院）」が

17.1%、「特定の訪問看護ステーション」が10.3%、「都道府県」が8.5%、「郡市区医師会」が8.5%、

感染症(n=1,209)

自然災害(n=1,209)

7.2 

6.6 

2.3 

3.1 

78.7 

77.9 

11.2 

12.1 

0.5 

0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

構築されている 構築中 構築されていない わからない 無回答
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「訪問看護連絡協議会」が5.1%、「大学等の看護系教員・研究者」が2.6%となっている。また「わからな

い」が1.7%となっている。 

図表 17 検討体制の構成メンバー （対象：庁外検討体制がある市区町村） （複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）市区町村管内の検討体制の中心的役割を担う機関 

市区町村管内で、感染症に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=115）に検討にあたり中心的役割を担っている機関

を聞いたところ、「貴自治体(含む直営の地域包括支援センター) 」が54.8%と最も高く、「介護サービス

提供事業所」が22.6%、「都道府県」が5.2%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が

4.3%、「郡市区医師会」が1.7%、「医療機関（病院）」が0.9%、「地域包括支援センター」が0.9%、

「訪問看護連絡協議会」が0.0%、「特定の訪問看護ステーション」が0.0%、「医療機関（診療所（医科・

歯科）、薬局）」が0.0%、「大学等の看護系教員・研究者」が0.0%となっている。また「わからない」が

0.9%となっている。 

市区町村管内で、自然災害に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=117）に検討にあたり中心的役割を担っている機関

を聞いたところ、「貴自治体(含む直営の地域包括支援センター) 」が62.4%と最も高く、「介護サービス

提供事業所」が19.7%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が5.1%、「都道府県」が

0.9%、「郡市区医師会」が0.9%、「地域包括支援センター」が0.9%、「訪問看護連絡協議会」が0.0%、

73.0

50.4

9.6

7.0

17.4

7.0

25.2

19.1

0.9

73.9

24.3

10.4

3.5

1.7

75.2

54.7

5.1

10.3

8.5

8.5

23.1

17.1

2.6

70.9

34.2

6.8

1.7

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

介護サービス提供事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

訪問看護連絡協議会

特定の訪問看護ステーション

都道府県

郡市区医師会

医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）

医療機関（病院）

大学等の看護系教員・研究者

貴自治体( 含む直営の地域包括支援センター) 

地域包括支援センター

その他

わからない

無回答

感染症(n=115)

自然災害(n=117)
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「特定の訪問看護ステーション」が0.0%、「医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）」が0.0%、「医療

機関（病院）」が0.0%、「大学等の看護系教員・研究者」が0.0%となっている。また「わからない」が

1.7%となっている。 

図表 18 検討体制の中心的役割を担う機関 （対象：庁外検討体制がある市区町村） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）会議の開催状況 

市区町村管内で、感染症に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=115）に会議の平均的な開催状況を聞いたところ、

「不定期で開催」が58.3%と最も高く、「半年以内に１回以上」が17.4%、「年１回程度またはそれ以

下」が7.0%、「わからない」が14.8%となっている。 

市区町村管内で、自然災害に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=117）に会議の平均的な開催状況を聞いたところ、

「不定期で開催」が59.0%と最も高く、「半年以内に１回以上」が15.4%、「年１回程度またはそれ以

下」が11.1%、「わからない」が11.1%となっている。 
 

図表 19 会議の開催状況  （対象：庁外検討体制がある市区町村） 

 

 

 

22.6

4.3

0.0

0.0

5.2

1.7

0.0

0.9

0.0

54.8

0.9

6.1

0.9

2.6

19.7

5.1

0.0

0.0

0.9

0.9

0.0

0.0

0.0

62.4

0.9

6.0

1.7

2.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

介護サービス提供事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

訪問看護連絡協議会

特定の訪問看護ステーション

都道府県

郡市区医師会

医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）

医療機関（病院）

大学等の看護系教員・研究者

貴自治体( 含む直営の地域包括支援センター) 

地域包括支援センター

その他

わからない

無回答

感染症(n=115)

自然災害(n=117)

感染症(n=115)

自然災害(n=117)

17.4 

15.4 

7.0 

11.1 

58.3 

59.0 

14.8 

11.1 

2.6 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

半年以内に１回以上 年１回程度またはそれ以下 不定期で開催 わからない 無回答
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（５）会議で検討されている内容 

市区町村管内で、感染症に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=115）に会議で話し合われている内容を聞いたとこ

ろ（複数回答）、「有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築」が47.8%と最も高く、

「連絡網の整備」が34.8%、「有事に備えた利用者情報の共有」が30.4%と続いている。また「わからな

い」が、13.9%となっている。 

市区町村管内で、自然災害に関する有事の際にも介護サービスを継続して提供するための検討体制で「1 
構築されている」「2 構築中」と回答した市区町村（n=117）に会議で話し合われている内容を聞いたとこ

ろ（複数回答）、「有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築」が47.0%と最も高く、

「連絡網の整備」が37.6%、「有事に備えた利用者情報の共有」が32.5%と続いている。また「わからな

い」が、13.7%となっている。 

 

図表 20 会議で検討されている内容 （複数回答） 

  

16.5

34.8

9.6

17.4

24.3

10.4

17.4

30.4

17.4

47.8

9.6

22.6

17.4

7.0

7.8

12.2

22.6

8.7

0.9

4.3

13.9

3.5

18.8

37.6

13.7

22.2

20.5

9.4

12.8

32.5

17.1

47.0

9.4

13.7

23.9

5.1

8.5

13.7

31.6

17.9

0.9

4.3

13.7

5.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

指揮命令系統について

連絡網の整備

ICT 等連携手段の整備

施設・設備の点検

備蓄品の管理

有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の

利用者の同意の取り方

有事にサービス提供を代替する方法の

利用者・利用者家族への周知の仕方

有事に備えた利用者情報の共有

有事に備えた利用者への支援（セルフケア等）

有事に備えた介護サービス提供事業所等との

連携体制の構築

有事の際の介護サービス提供事業所の

スタッフ本人や家族の安否確認方法

有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保

有事の際の利用者の安否確認方法

有事の際の利用者のトリアージ方法

有事の際の報酬請求方法の確認

連携に必要な帳票類の作成

関係機関との利用者の安否確認情報の共有

関係機関との合同研修・訓練

未就労の資格保有者の把握

その他

わからない

無回答

感染症(n=115)

自然災害(n=117)
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５．有事における介護サービス提供の意識・対応状況 

（１）関与状況 

有事に介護サービス提供を継続するため市区町村がすでに「関与していること」「今後（も）関与したい

こと」を聞いたところ、「関与していない」、「今後関与しない」との回答が感染症、自然災害ともに高く

なっている。 

現在「関与していない」が、「今後関与したいこと」では、感染症、自然災害ともに「有事に備えた介護

サービス提供事業所等との連携体制の構築」「関係機関との連携体制の構築（国、都道府県等）」が高くな

っている。 

 

 図表 21 関与していること、今後（も）関与したいこと   

 

【感染症】 

 

 

 

 

 

 

 

【自然災害】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関与していることに関する市区町村の役割 

感染症において介護サービス提供を継続するため市区町村がすでに「関与していること」に回答した市区

町村（n=624）に対して、市区町村の役割を聞いたところ（複数回答）、「関係機関との調整」が72.3%と

最も高く、「会議への参加」が31.4%、「手法や対応方法の提案」が31.4%、「会議の事務局」が

17.5%、「関係機関への問題提起」が13.8%となっている。 

調査数
×現在　関与していない
×今後　関与しない

×現在　関与していない
○今後　関与したい

○現在　関与している
×今後　関与しない

○現在　関与している
○今後　（も）関与したい

現在関与し
ている

今後（も）関
与したい

指揮命令系統の明確化 1209 74.9 16.0 4.1 5.0 9.1 21.0
関係機関との連携体制の構築（国、都道府県等） 1209 52.0 23.7 10.2 14.1 24.3 37.8
近隣地方公共団体との連携体制の構築 1209 72.4 21.2 2.7 3.7 6.4 24.9
連絡網の整備 1209 69.1 17.7 6.7 6.5 13.2 24.2
ICT 等連携手段の整備 1209 83.8 12.6 1.4 2.2 3.6 14.8
施設・設備の点検 1209 87.0 7.7 2.9 2.4 5.3 10.1
備蓄品の管理 1209 72.8 8.9 9.0 9.3 18.3 18.2
有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方 1209 88.4 8.7 1.3 1.6 2.9 10.3
有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方 1209 87.8 9.0 1.6 1.6 3.2 10.6
有事に備えた利用者情報の共有 1209 74.2 15.8 3.8 6.2 10.0 22.0
有事に備えた利用者への支援（セルフケア等） 1209 85.8 10.1 1.9 2.2 4.1 12.3
有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築 1209 60.4 24.8 6.5 8.3 14.8 33.1
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法 1209 88.1 8.5 1.7 1.7 3.4 10.2
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保 1209 84.1 12.6 2.2 1.1 3.3 13.7
有事の際の利用者の安否確認方法 1209 78.4 14.2 3.6 3.7 7.3 17.9
有事の際の利用者のトリアージ方法 1209 92.3 6.2 1.0 0.5 1.5 6.7
有事の際の報酬請求方法の確認 1209 83.6 7.7 4.5 4.1 8.6 11.8
連携に必要な帳票類の作成 1209 88.7 8.5 1.5 1.3 2.8 9.8
関係機関との利用者の安否確認情報の共有 1209 73.9 16.1 4.1 5.8 9.9 21.9
関係機関との合同研修・訓練 1209 81.2 13.3 2.6 2.9 5.5 16.2
未就労の資格保有者の把握 1209 93.8 6.0 0.2 - 6.0 0.2
その他 1209 98.0 1.2 0.3 0.5 0.8 1.7

調査数
×現在　関与していない
×今後　関与しない

×現在　関与していない
○今後　関与したい

○現在　関与している
×今後　関与しない

○現在　関与している
○今後　（も）関与したい

現在関与し
ている

今後（も）関
与したい

指揮命令系統の明確化 1209 72.8 16.6 4.5 6.1 10.6 22.7
関係機関との連携体制の構築（国、都道府県等） 1209 51.4 24.7 9.6 14.2 23.8 38.9
近隣地方公共団体との連携体制の構築 1209 70.6 21.7 3.1 4.5 7.6 26.2
連絡網の整備 1209 67.1 18.2 7.2 7.5 14.7 25.7
ICT 等連携手段の整備 1209 83.4 12.2 1.8 2.6 4.4 14.8
施設・設備の点検 1209 84.0 8.2 3.8 4.1 7.9 12.3
備蓄品の管理 1209 75.2 9.6 6.9 8.3 15.2 17.9
有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方 1209 89.2 8.5 1.1 1.2 2.3 9.7
有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方 1209 88.3 8.9 1.4 1.4 2.8 10.3
有事に備えた利用者情報の共有 1209 71.0 16.0 5.1 7.9 13.0 23.9
有事に備えた利用者への支援（セルフケア等） 1209 85.2 10.3 2.1 2.5 4.6 12.8
有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築 1209 60.0 25.0 6.4 8.7 15.1 33.7
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法 1209 87.0 9.0 1.8 2.2 4.0 11.2
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保 1209 85.3 12.4 1.4 0.9 2.3 13.3
有事の際の利用者の安否確認方法 1209 72.9 16.5 4.6 6.0 10.6 22.5
有事の際の利用者のトリアージ方法 1209 91.6 6.6 0.8 0.9 1.7 7.5
有事の際の報酬請求方法の確認 1209 84.2 7.8 3.6 4.4 8.0 12.2
連携に必要な帳票類の作成 1209 87.5 8.4 2.2 2.0 4.2 10.4
関係機関との利用者の安否確認情報の共有 1209 68.7 18.4 5.1 7.7 12.8 26.1
関係機関との合同研修・訓練 1209 76.0 14.6 3.6 5.8 9.4 20.4
未就労の資格保有者の把握 1209 93.5 6.3 0.2 0.1 0.3 6.4
その他 1209 98.2 1.2 0.2 0.5 0.7 1.7

(%) 

(%) 
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自然災害において介護サービス提供を継続するため市区町村がすでに「関与していること」に回答した市

区町村（n=629）に対して、市区町村の役割を聞いたところ（複数回答）、「関係機関との調整」が72.8%
と最も高く、「会議への参加」が31.0%、「手法や対応方法の提案」が30.5%、「会議の事務局」が

18.3%、「関係機関への問題提起」が14.1%となっている。 

 

図表 22 関与していることに関する市区町村の役割 

 （対象：介護サービス提供を継続するため関与している市区町村）（複数回答） 

 

（３）関与が難しい理由 

有事に介護サービス提供を継続するため市区町村が「今後（も）関与したいこと」を回答し、すでに

「関与していること」に回答していない市区町村に対して、関与が難しい理由を聞いたところ、感染症・自

然災害ともに「自治体内で検討する体制がない」、「都道府県等、他の自治体との連携体制が不十分」、

「地域の介護サービス提供事業所等と検討する体制がない」、「何から手をつけてよいかわからない」が高

くなっている。 

図表 23 関与が難しい理由  

（対象：有事に介護サービス提供を継続するため市区町村が「今後（も）関与したいこと」を回答し、 

すでに「関与していること」に回答していない市区町村）（複数回答） 

 

【感染症】 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.5

31.4

72.3

13.8

31.4

7.4

4.3

18.3

31.0

72.8

14.1

30.5

7.0

4.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

会議の事務局

会議への参加

関係機関との調整

関係機関への問題提起

手法や対応方法の提案

その他

無回答

感染症(n=624)

自然災害(n=629)

調査数 自治体内
で検討す
る体制が
ない

担当部署
が不明確

都道府県
等、他の
自治体と
の連携体
制が不十
分

地域の介
護サービ
ス提供事
業所等と
検討する
体制がな
い

介護サー
ビス提供
事業所等
の協力が
得られな
い

備えを充
実させて
いるが、
様々な状
況に対応
できる状
況にいたっ
ていない

自治体が
実施すべ
き事項で
はない

何から手を
つけてよい
かわから
ない

その他 無回答

指揮命令系統の明確化 194 50.5 27.3 27.3 37.1 0.0 8.8 3.6 36.1 5.7 1.5
関係機関との連携体制の構築（国、都道府県等） 286 38.8 16.1 45.8 23.4 0.3 5.2 2.1 33.9 2.1 2.8
近隣地方公共団体との連携体制の構築 256 43.8 16.4 45.3 24.2 0.4 6.6 0.4 34.8 2.7 2.3
連絡網の整備 214 40.7 17.3 22.9 33.2 0.5 12.6 1.4 28.5 5.6 4.7
ICT 等連携手段の整備 152 36.2 15.8 20.4 32.2 2.0 12.5 2.0 38.2 9.2 2.6
施設・設備の点検 93 48.4 19.4 19.4 37.6 0.0 9.7 4.3 34.4 4.3 2.2
備蓄品の管理 107 41.1 15.0 12.1 30.8 0.0 15.0 4.7 27.1 3.7 4.7
有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方 105 39.0 10.5 19.0 39.0 2.9 11.4 6.7 34.3 8.6 1.9
有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方 109 37.6 11.0 18.3 41.3 2.8 11.0 7.3 32.1 7.3 1.8
有事に備えた利用者情報の共有 191 36.1 10.5 16.8 38.7 1.0 12.0 2.1 32.5 5.2 4.7
有事に備えた利用者への支援（セルフケア等） 122 36.1 13.1 18.9 32.8 1.6 14.8 2.5 38.5 8.2 2.5
有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築 300 34.3 10.0 16.3 49.7 1.0 8.7 0.7 32.0 6.7 3.7
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法 103 34.0 12.6 18.4 43.7 1.0 15.5 2.9 35.9 6.8 1.9
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保 152 38.8 8.6 19.7 31.6 3.9 6.6 7.9 38.8 7.9 3.9
有事の際の利用者の安否確認方法 172 36.0 11.6 14.5 39.0 0.6 16.3 1.2 30.8 9.9 4.7
有事の際の利用者のトリアージ方法 75 41.3 18.7 20.0 34.7 1.3 12.0 9.3 38.7 8.0 2.7
有事の際の報酬請求方法の確認 93 36.6 10.8 26.9 31.2 1.1 9.7 2.2 32.3 8.6 6.5
連携に必要な帳票類の作成 103 33.0 13.6 19.4 34.0 1.0 10.7 1.0 39.8 8.7 3.9
関係機関との利用者の安否確認情報の共有 195 34.4 15.4 17.9 38.5 1.0 10.8 0.5 32.3 5.6 4.6
関係機関との合同研修・訓練 161 34.8 22.4 22.4 34.2 0.0 8.7 0.0 33.5 5.6 1.9
未就労の資格保有者の把握 73 37.0 17.8 16.4 24.7 0.0 6.8 5.5 43.8 8.2 1.4
その他 14 35.7 7.1 0.0 7.1 0.0 14.3 0.0 21.4 28.6 7.1

(%) 



25 

 

【自然災害】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性 

感染症に関する有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について聞いたところ、「必

要」が60.0%と最も高く、「必要だが実際に連携するのは難しい（現実的ではない）」が30.5%、「必要

ではない」が0.9%、「わからない」が8.1%となっている。 

自然災害に関する有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について聞いたところ、「必

要」が62.4%と最も高く、「必要だが実際に連携するのは難しい（現実的ではない）」が28.7%、「必要

ではない」が0.8%、「わからない」が7.5%となっている。 

 

図表 24 介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性 

 

（５）介護サービス提供事業所間の連携体制は現実的でない、必要ない理由 

感染症に関する有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について「2 必要だが実際に

連携するのは難しい（現実的ではない）」「3 必要ではない」と回答した市区町村（n=380）に対してその

理由を聞いたところ（複数回答）、「法人ごとで対応されており、法人間で取組をまとめる人がいないた

め」が70.5%と最も高く、「連携体制の必要性について地域から意見がないため」が17.4%、「法人同士

の考えが合わないため」が15.8%、「連携体制構築に関する事業所の理解を得ることができないため」が

14.2%、「地域に事業所が少なく連携の必要がないため」が11.1%、「各事業所で何とかすべき/ 何とかな

るため」が9.2%となっている。 

感染症(n=1,209)

自然災害(n=1,209)

60.0 

62.4 

30.5 

28.7 

0.9 

0.8 

8.1 

7.5 

0.4 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要 必要だが実際に連携するのは難しい（現実的ではない） 必要ではない わからない 無回答

調査数 自治体内
で検討す
る体制が
ない

担当部署
が不明確

都道府県
等、他の
自治体と
の連携体
制が不十
分

地域の介
護サービ
ス提供事
業所等と
検討する
体制がな
い

介護サー
ビス提供
事業所等
の協力が
得られな
い

備えを充
実させて
いるが、
様々な状
況に対応
できる状
況にいたっ
ていない

自治体が
実施すべ
き事項で
はない

何から手を
つけてよい
かわから
ない

その他 無回答

指揮命令系統の明確化 201 49.3 26.9 26.4 37.3 0.0 9.0 3.0 35.3 6.0 2.0
関係機関との連携体制の構築（国、都道府県等） 299 38.5 17.1 46.2 23.1 0.0 4.0 2.0 33.1 3.0 2.7
近隣地方公共団体との連携体制の構築 262 42.4 17.6 45.0 22.5 0.4 6.1 0.0 34.4 2.7 3.1
連絡網の整備 220 39.5 16.8 21.4 32.7 0.5 11.8 1.4 28.2 6.8 4.5
ICT 等連携手段の整備 147 34.7 17.7 18.4 33.3 2.0 11.6 2.0 38.1 8.8 2.0
施設・設備の点検 99 45.5 17.2 20.2 36.4 0.0 9.1 4.0 30.3 5.1 2.0
備蓄品の管理 116 33.6 12.1 11.2 31.0 0.9 14.7 4.3 29.3 5.2 3.4
有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方 103 39.8 10.7 19.4 38.8 2.9 11.7 5.8 34.0 9.7 1.9
有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方 108 38.9 12.0 17.6 41.7 0.9 10.2 6.5 32.4 7.4 4.6
有事に備えた利用者情報の共有 193 35.2 10.9 14.0 39.9 1.0 14.0 1.6 30.1 5.7 4.1
有事に備えた利用者への支援（セルフケア等） 124 36.3 15.3 17.7 33.9 1.6 14.5 1.6 37.1 8.1 2.4
有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築 302 34.8 10.3 16.6 50.0 1.3 8.6 0.7 31.8 7.0 3.6
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法 109 37.6 15.6 15.6 43.1 0.0 11.9 2.8 34.9 6.4 2.8
有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保 150 38.0 8.0 18.7 32.7 3.3 7.3 8.0 40.7 8.0 4.0
有事の際の利用者の安否確認方法 200 35.5 15.5 12.0 42.0 1.0 13.5 2.0 30.0 10.0 6.0
有事の際の利用者のトリアージ方法 80 41.3 22.5 20.0 33.8 2.5 10.0 10.0 35.0 8.8 2.5
有事の際の報酬請求方法の確認 94 34.0 11.7 26.6 34.0 1.1 7.4 1.1 33.0 10.6 7.4
連携に必要な帳票類の作成 101 31.7 12.9 18.8 32.7 1.0 9.9 1.0 40.6 9.9 5.0
関係機関との利用者の安否確認情報の共有 223 35.0 17.5 16.1 40.4 1.3 8.5 0.9 30.9 6.7 5.4
関係機関との合同研修・訓練 177 35.0 20.9 21.5 37.3 0.6 8.5 0.0 33.9 5.6 3.4
未就労の資格保有者の把握 76 40.8 18.4 19.7 27.6 1.3 6.6 5.3 43.4 7.9 1.3
その他 14 42.9 7.1 0.0 7.1 0.0 14.3 0.0 21.4 21.4 7.1

(%) 
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自然災害に関する有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について「2 必要だが実際

に連携するのは難しい（現実的ではない）」「3 必要ではない」と回答した市区町村（n=357）に対して、

その理由を聞いたところ（複数回答）、「法人ごとで対応されており、法人間で取組をまとめる人がいない

ため」が71.1%と最も高く、「連携体制の必要性について地域から意見がないため」が17.6%、「法人同

士の考えが合わないため」が15.1%、「連携体制構築に関する事業所の理解を得ることができないため」

が12.9%、「地域に事業所が少なく連携の必要がないため」が10.4%、「各事業所で何とかすべき/ 何とか

なるため」が8.4%となっている。 

 

図表 25 介護サービス提供事業所間の連携体制は現実的でない、必要ない理由  

（対象：有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について「2 必要だが実際に連携するのは 

難しい（現実的ではない）」「3 必要ではない」と回答した市区町村）（複数回答） 

 

６．介護サービスを継続して提供するための計画 

（１）地域の関係機関で連携して作成したBCP の必要性 

地域の関係機関で連携して作成したBCPの

必要性について聞いたところ、「必要だが実際

に連携するのは難しい（現実的ではない）」が

39.5%と最も高く、「必要」が29.8%、「必要

ではない」が5.0%、「わからない」が25.1%
となっている。 

 

図表 26 地域の関係機関で連携して 

作成したBCPの必要性 
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12.9

71.1

15.1

17.6

10.4

8.4

10.4

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

連携体制構築に関する事業所の理解を

得ることができないため

法人ごとで対応されており、

法人間で取組をまとめる人がいないため

法人同士の考えが合わないため

連携体制の必要性について地域から意見がないため

地域に事業所が少なく連携の必要がないため

各事業所で何とかすべき/ 何とかなるため

その他

無回答

感染症(n=380)

自然災害(n=357)

必要
29.8%

必要だが実際に
連携するのは難しい

（現実的ではない）

39.5%

必要ではない
5.0%

わからない
25.1%

無回答
0.5%

全体(n=1,209)
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（２）地域の関係機関で連携して作成したBCP が現実的でない、必要ない理由 

地域の関係機関で連携して作成したBCPの必要性について「2 必要だが実際に連携するのは難しい（現

実的ではない）」「3 必要ではない」と回答した市区町村（n=539）に対して、その理由を聞いたところ

（複数回答）、「法人ごとで対応されており、法人間で取組をまとめる人がいないため」が65.5%と最も

高く、「各事業所をとりまとめる中心となる組織（人）がないため」が28.6%、「何から着手すればよい

かわからないため」が25.0%、「法人同士の考えが合わないため」が20.0%、「連携体制の必要性につい

て地域から意見がないため」が17.8%、「連携体制構築に関する事業所の理解を得ることができないた

め」が13.0%、「管内に事業所が少なく連携の必要がないため」が10.0%、「各事業所で何とかすべき/ 何
とかなるため」が6.3%、「そもそも地域全体で取り組もうとする風土がない」が3.9%となっている。 

 

図表 27 地域の関係機関で連携して作成したBCPが現実的でない、必要ない理由  

（対象：地域の関係機関で連携して作成したBCPの必要性について「2 必要だが実際に連携するのは難しい（現実的で

はない）」「3 必要ではない」と回答した市区町村） （複数回答） 

 

 

（３）地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定状況 

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定状況を聞いたところ、「作成するかわから

ない」が52.1%と最も高く、「作成の予定はない」が34.3%、「作成を検討中（未着手）」が12.7%、

「作成した」が0.3%、「作成中（作成に着手）」が0.3%となっている。 

 

  

13.0

65.5

20.0

17.8

25.0

10.0

6.3

28.6

3.9

10.2

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

連携体制構築に関する事業所の理解を

得ることができないため

法人ごとで対応されており、

法人間で取組をまとめる人がいないため

法人同士の考えが合わないため

連携体制の必要性について地域から意見がないため

何から着手すればよいかわからないため

管内に事業所が少なく連携の必要がないため

各事業所で何とかすべき/ 何とかなるため

各事業所をとりまとめる中心となる組織（人）がないた

め

そもそも地域全体で取り組もうとする風土がない

その他

無回答
全体(n=539)
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図表 28 地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定状況 

 

（４）地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画で想定している災害 

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」「作成中（作成に着

手）」と回答した市区町村（n=8）に対して、計画で想定している災害を聞いたところ、「自然災害は想定

しているが、感染症は想定していない」が50.0%と最も高く、「自然災害は想定していないが、感染症は

想定している」が25.0%、「自然災害も感染症も想定している」が25.0%、「自然災害と感染症以外も想

定している」が0.0%となっている。 

 

図表 29 地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画で想定している災害  

（対象：地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」「作成中（作成に着手）」 

と回答した市区町村） 

  

 

作成した
0.3%

作成中（作成
に着手）

0.3%
作成を検討中

（未着手）

12.7%

作成の予定
はない

34.3%

作成するか
わからない

52.1%

無回答
0.2%

全体(n=1,209)

   

 

自然災害は
想定している

が、感染症

は想定してい
ない

50.0%

自然災害は
想定していな

いが、感染症

は想定してい
る

25.0%

自然災害も
感染症も想

定している

25.0%

自然災害と
感染症以外

も想定してい

る
0.0%

無回答
0.0%

全体(n=8)
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（５）地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成の課題 

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」「作成中（作成に着

手）」と回答した市区町村（n=8）に対して計画作成の課題を聞いたところ（複数回答）、「地域で介護サ

ービスを継続して提供するための計画の作成方法」が62.5%と最も高く、「利用者の情報共有方法」が

37.5%、「訓練の開催」が37.5%、「個別避難支援計画との連動」が37.5%、「各機関の被災状況・支援ニ

ーズの把握方法」が25.0%、「近隣の事業所との協定締結の方法や内容」が12.5%となっている。 

 
図表 30 地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成の課題  

（対象：地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」 

「作成中（作成に着手）」と回答した市区町村）（複数回答） 

 

 

  

62.5

12.5

0.0

37.5

25.0

37.5

37.5

0.0

12.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

地域で介護サービスを継続して

提供するための計画の作成方法

近隣の事業所との協定締結の方法や内容

他事業所の利用者との契約や指示書

利用者の情報共有方法

各機関の被災状況・支援ニーズの把握方法

訓練の開催

個別避難支援計画との連動

経営的（金銭的）な面での補助

その他

無回答
全体(n=8)



30 

 

（６）地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成で中心的になった機関 

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」「作成中（作成に着

手）」と回答した市区町村（n=8）に対して中心となった機関を聞いたところ、「介護サービス提供事業

所」が37.5%、「貴自治体」が37.5%と最も高く、「地域包括支援センター」が25.0%となっている。 

図表 31 地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成で中心的になった機関 

（対象：地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画の策定にて「作成した」 

「作成中（作成に着手）」と回答した市区町村） 

 

 

 

 

 

  

37.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

37.5

25.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

介護サービス提供事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

訪問看護連絡協議会

特定の訪問看護ステーション

都道府県

郡市区医師会

医療機関（診療所（医科・歯科）、薬局）

医療機関（病院）

大学等の看護系教員・研究者

貴自治体

地域包括支援センター

無回答 全体(n=8)
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７．訪問看護連絡協議会、都道府県への期待 

（１）訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）への期待 

訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）への期待を聞いたところ（複数回答）、「医療機関と介護

サービス事業所の円滑なコミュニケーションの架け橋」が76.9%と最も高く、「患者を中心とした医療・

介護連携の中心的な役割」が55.1%、「地域の状況把握・地域分析への参画」が21.3%、「地域で介護保

険サービスを継続して提供するための計画について他法人への働きかけ」が15.4%となっている。 

図表 32 訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）への期待（複数回答） 

 

（２）訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に期待していると考え

ていること 

市区町村に対して、訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に期待していると考えてい

ることを聞いたところ、「訪問看護事業所・自治体・関係機関との情報共有システムの構築」が46.1%と

最も高く、「協議の場の設定」が41.4%、「情報収集や情報の活用に関する研修会の実施」が24.6%、

「各地域での合同訓練の実施」が7.5%となっている。 

 

図表 33 訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に期待していること（複数回答） 

 

 

 

 

  

76.9

55.1

21.3

15.4

4.2

2.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

医療機関と介護サービス事業所の

円滑なコミュニケーションの架け橋

患者を中心とした医療・介護連携の中心的な役割

地域の状況把握・地域分析への参画

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計

画について他法人への働きかけ

その他

無回答
全体(n=1,209)

41.4

7.5

46.1

24.6

9.7

6.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

協議の場の設定

各地域での合同訓練の実施

訪問看護事業所・自治体・関係機関との

情報共有システムの構築

情報収集や情報の活用に関する研修会の実施

その他

無回答 全体(n=1,209)
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（３）訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に働きかけてほしいと

考える機関 

市区町村に対して、訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に働きかけてほしいと考え

る機関について聞いたところ（複数回答）、「介護サービス提供事業所への働きかけ」が57.6%と最も高

く、「連携していない訪問看護事業所への働きかけ」が24.5%、「医療機関（診療所）・医療機関（病

院）への働きかけ」が23.1%、「郡市区医師会への働きかけ」が19.8%、「地域住民への働きかけ」が

18.2%、「大学等の看護系教員・研究者学等の研究者への働きかけ」が2.0%となっている。また「特にな

い」が18.4%となっている。 

 

図表 34 訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）が市区町村に期待していること（複数回答） 

 

 

（４）市区町村が介護保険サービスを継続的に提供するための計画において都道府県に

期待すること 

市区町村が介護保険サービスを継続的に提供するための計画において都道府県に期待することを聞いたと

ころ（複数回答）、「地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成における手引き等の提

供」が72.7%と最も高く、「地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画作成における研修会

開催」が55.7%、「関係機関とのネットワークの構築」が54.1%、「介護サービス提供事業所の情報提

供」が28.5%、「近隣市区町村との協議会の開催、運営」が27.6%、「医療機関の情報提供」が25.2%、

「関係機関との協定書等の提供」が24.6%、「市区町村を越えた広域の防災訓練」が14.8%となってい

る。 

  

24.5

57.6

19.8

23.1

2.0

18.2

5.4

18.4

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

連携していない訪問看護事業所への働きかけ

介護サービス提供事業所への働きかけ

郡市区医師会への働きかけ

医療機関（診療所）・医療機関（病院）への働きかけ

大学等の看護系教員・研究者学等の研究者への働き

かけ

地域住民への働きかけ

その他

特にない

無回答
全体(n=1,209)
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図表 35 市区町村が介護保険サービスを継続的に提供するための計画において都道府県に期待すること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）市区町村が新型コロナウイルス感染症対応で都道府県に期待すること 

市区町村が新型コロナウイルス感染症対応において都道府県に期待することを聞いたところ（複数回

答）、「介護サービスを提供する施設への感染対策物資の提供」が61.4%と最も高く、「介護サービスを

提供する施設への人的派遣」が59.0%、「感染対策情報の提供」が56.2%、「医療提供体制の整備」が

54.8%、「感染症検査体制の整備」が52.3%、「感染情報のリアルタイムでの情報共有」が40.9%、「介護

サービス提供事業者間のネットワークの構築」が39.3%、「介護サービスを提供する施設への感染症専門

家の派遣」が38.8%となっている。 

 

図表 36 市区町村が新型コロナウイルス感染症対応において都道府県に期待すること （複数回答） 

 

 

 

  

56.2

40.9

52.3

54.8

38.8

59.0

61.4

39.3

2.4

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

感染対策情報の提供

感染情報のリアルタイムでの情報共有

感染症検査体制の整備

医療提供体制の整備

介護サービスを提供する施設への感染症専門家の派

遣

介護サービスを提供する施設への人的派遣

介護サービスを提供する施設への感染対策物資の提

供

介護サービス提供事業者間のネットワークの構築

その他

無回答
全体(n=1,209)

55.7

72.7

54.1

28.5

25.2

24.6

27.6

14.8

2.9

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

地域で介護保険サービスを継続して提供するための

計画作成における研修会開催

地域で介護保険サービスを継続して提供するための

計画作成における手引き等の提供

関係機関とのネットワークの構築

介護サービス提供事業所の情報提供

医療機関の情報提供

関係機関との協定書等の提供

近隣市区町村との協議会の開催、運営

市区町村を越えた広域の防災訓練

その他

無回答
全体(n=1,209)
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Ⅱ－２．訪問看護事業所調査 
 

 

 

 

 

● 図表掲載方法について 

 設問には単一回答と複数回答があるが、複数回答のみ、図表名に続いて（複数回答）の表

記を付記した。 

 アンケートの構成上、先行する設問の回答結果によって後続の設問の回答対象者が限定さ

れる設問は、図表名に続いて回答対象者に関する補足説明を付記した。 
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１．回答者属性 

（１）経営主体 

全体では、「営利法人（会社）」が 41.2%と最も高く、「医療法人」が 30.1%、「社会福祉法人（社会福

祉協議会除く）」が 5.9%、「社団・財団法人」が 5.0%、「市区町村」が 3.8%、「医師会」が 3.8%、「看

護協会」が 2.0%、「農業協同組合及び連合会」が 0.9%、「日本赤十字社・社会保険関係団体」が 0.7%、

「消費生活協同組合及び連合会」が 0.7%、「特定非営利活動法人」が 0.7%、「都道府県」が 0.6%、「社

会福祉協議会」が 0.6%、「広域連合・一部事務組合」が 0.3%となっている。 

 

図表 37 経営主体 

 

  

0.6

3.8

0.3

0.7

30.1

3.8

2.0

0.6

5.9

5.0

0.9

0.7

0.7

41.2

3.8

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

都道府県

市区町村

広域連合・一部事務組合

日本赤十字社・社会保険関係団体

医療法人

医師会

看護協会

社会福祉協議会

社会福祉法人（社会福祉協議会除く）

社団・財団法人

農業協同組合及び連合会

消費生活協同組合及び連合会

特定非営利活動法人

営利法人（会社）

その他

無回答

全体(n=1,225)
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（２）貴法人が貴事業所以外に運営している施設・事業所 

全体では、「自施設以外に運営している施設・事業所がある」が 70.1%と最も高く、「自施設のみ」が

29.9%となっている。 

図表 38 運営している施設・事業所 

 

（３）貴法人及びグループ法人が提供するサービス 

全体では、「居宅介護支援事業所」が 72.3%と最も高く、「(貴事業所を除く) 居宅サービス事業所」が

51.7%、「(医療機関) 病院」が 41.7%、「(介護保険施設) 介護老人保健施設」が 27.6%、「地域密着型サ

ービス事業所」が 20.0%、「(医療機関) 無床診療所」が 17.6%、「(介護保険施設) 介護老人福祉施設」が

13.5%、「1 ～10 は該当しない」が 5.5%、「(医療機関) 有床診療所」が 4.4%、「(介護保険施設) 介護療

養型医療施設」が 4.1%、「(介護保険施設) 介護医療院」が 4.1%となっている。 

 

図表 39 貴法人及びグループ法人が提供するサービス（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

  

自施設のみ
29.9%

自施設以外に
運営している施

設・事業所があ

る
70.1%

無回答
0.0%

全体(n=1,225)

51.7

20.0

72.3

13.5

27.6

4.1

4.1

17.6

4.4

41.7

5.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

( 貴事業所を除く) 居宅サービス事業所

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所

( 介護保険施設) 介護老人福祉施設

( 介護保険施設) 介護老人保健施設

( 介護保険施設) 介護療養型医療施設

( 介護保険施設) 介護医療院

( 医療機関) 無床診療所

( 医療機関) 有床診療所

( 医療機関) 病院

1 ～10は該当しない

無回答
全体(n=859)
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（４）貴法人及びグループ法人で貴事業所と同一敷地内に併設・隣接しているサービス 

全体では、「居宅介護支援事業所」が 54.7%と最も高く、「(貴事業所を除く) 居宅サービス事業所」が

27.4%、「(医療機関) 病院」が 24.1%、「1 ～10 は該当しない」が 22.0%、「(介護保険施設) 介護老人保

健施設」が 10.8%、「地域密着型サービス事業所」が 10.6%、「(医療機関) 無床診療所」が 7.3%、「(介護

保険施設) 介護老人福祉施設」が 4.5%、「(介護保険施設) 介護医療院」が 2.3%、「(医療機関) 有床診療

所」が 1.6%、「(介護保険施設) 介護療養型医療施設」が 1.2%となっている。 

 

図表 40 貴事業所と同一敷地内に併設・隣接サービス（複数回答） 

 

 

（５）貴事業所以外に貴法人及びグループ法人が運営する訪問看護事業所 

全体では、「なし」が 59.5%と最も高く、「あり」が 40.5%となっている。 

 

図表 41 貴法人及びグループ法人が運営する訪問看護事業所 

 

 

  

27.4

10.6

54.7

4.5

10.8

1.2

2.3

7.3

1.6

24.1

22.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

( 貴事業所を除く) 居宅サービス事業所

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所

( 介護保険施設) 介護老人福祉施設

( 介護保険施設) 介護老人保健施設

( 介護保険施設) 介護療養型医療施設

( 介護保険施設) 介護医療院

( 医療機関) 無床診療所

( 医療機関) 有床診療所

( 医療機関) 病院

1 ～10は該当しない

無回答
全体(n=859)

あり
40.5%

なし
59.5%

無回答
0.0%

全体(n=859)
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（６）訪問看護事業所数 

「貴法人及びグループ法人が運営する訪問看護事業所がある」と回答した事業所に対して具体的な訪問看

護事業所数を質問したところ、全体では、「1 事業所」が 38.2%と最も高く、「2 ～3 事業所」が 28.7%、

「10 事業所～」が 16.1%、「4 ～5 事業所」が 8.0%、「6 ～9 事業所」が 5.7%となっている。 

 

図表 42 貴法人及びグループ法人が運営する訪問看護事業所数 

 

（７）事業所の設立時期 

全体では、「2010 年 1 月以降」が 51.0%と最も高く、「2009 年 12 月以前」が 46.8%、「2021 年 1 月
以降」が 2.2%となっている。 

 

図表 43 事業所の設立時期 

 

 

  

1 事業所
38.2%

2 ～3 事業所
28.7%

4 ～5 事業所
8.0%

6 ～9 事業所
5.7%

10事業所～
16.1%

無回答
3.2%

全体(n=348)

2021年1 月以降
2.2%

2010年1 月以降
51.0%

2009年12月以前
46.8%

無回答
0.0%

全体(n=1,225)
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（８）事業所がある都道府県 

全体では、「大阪府」が 11.1%と最も高く、「東京都」が 10.0%、「兵庫県」が 6.9%、「神奈川県」が

5.6%、「福岡県」が 5.3%、「埼玉県」が 4.7%、「愛知県」が 4.7%、「千葉県」が 3.7%、「広島県」が

3.3%、「京都府」が 3.2%、「北海道」が 3.1%となっている。(3%未満は省略) 

 

図表 44 事業所がある都道府県 

 

 

  

3.1

0.5

0.5

1.7

0.4

0.8

1.3

2.0

0.8

1.5

4.7

3.7

10.0

5.6

1.2

1.1

1.1

0.8

0.5

1.2

1.5

1.6

4.7

1.3

1.1

3.2

11.1

6.9

1.7

0.8

0.3

1.1

2.1

3.3

0.8

0.2

1.0

1.0

0.8

5.3

0.5

1.0

2.0

0.9

1.1

1.2

0.8

0.0

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

無回答

全体(n=1,225)
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（９）事業所の職員数 

全体では、「7 ～10 人未満」が 24.7%と最も高く、「10～15 人未満」が 20.0%、「5 ～7 人未満」が

15.6%、「20 人以上」が 10.9%、「15～20 人未満」が 8.7%、「4 ～5 人未満」が 8.2%、「2.5 ～3 人未

満」が 6.2%、「3 ～4 人未満」が 5.7%となっている。 

 

図表 45 事業所の職員数 

 

 

 

（10）新興・再興感染症や自然災害発生時の、他法人の訪問看護事業所と相互支援を行

う体制の地域での整備状況 

全体では、「感染症と自然災害どちらもない」が 49.6%と最も高く、「感染症の連携体制はある」が

32.2%、「自然災害の連携体制はある」が 20.0%、「わからない」が 15.6%となっている。 

 

図表 46 他法人の訪問看護事業所と相互支援を行う体制の地域での整備状況（複数回答） 

 

 

 

6.2

5.7

8.2

15.6

24.7

20.0

8.7

10.9

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

2.5 ～3 人未満

3 ～4 人未満

4 ～5 人未満

5 ～7 人未満

7 ～10人未満

10～15人未満

15～20人未満

20人以上

無回答

全体(n=1,225)

32.2

20.0

49.6

15.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

感染症の連携体制はある

自然災害の連携体制はある

感染症と自然災害どちらもない

わからない

無回答

全体(n=1,225)
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（11）有事の際の、他法人の訪問看護事業所と相互支援を行う体制への参加 

（10）で「相互支援体制がある」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「感染症の

連携体制に参加している」が 80.8%と最も高く、「自然災害の連携体制に参加している」が 50.7%、「いず

れも参加していない」が 13.6%となっている。 

 

図表 47 他法人の訪問看護事業所と相互支援を行う体制に参加の有無（複数回答） 

 

 

 

（12）新興・再興感染症や自然災害発生時に備えた、他法人の訪問看護事業所との連携

体制整備の必要性に対する考え 

（10）で「相互支援体制がない・わからない」と回答した事業所または（11）で「いずれも参加してい

ない」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「感染症も自然災害も連携は必要」が

83.4%と最も高く、「自然災害は必要だが、感染症は必要性を感じない」が 2.8%、「感染症も自然災害も

連携の必要性は感じない」が 2.7%、「感染症は必要だが、自然災害は必要性を感じない」が 0.9%、「わか

らない」が 10.2%となっている。 

 

図表 48 他法人の訪問看護事業所との連携体制整備の必要性に対する考え 

 

80.8

50.7

13.6

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

感染症の連携体制に参加している

自然災害の連携体制に参加している

いずれも参加していない

無回答

全体(n=426)

感染症も自然
災害も連携は

必要

83.4%

感染症は必要だが、
自然災害は必要性を

感じない

0.9%

自然災害は必要だ
が、感染症は必要性

を感じない

2.8%

感染症も自然災害も連携
の必要性は感じない

2.7%

わからない
10.2%

無回答
0.0%

全体(n=857)
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２．有事の際における介護サービス提供に関する検討体制 

（１）訪問看護事業所以外の関係機関も参加し、体制を検討する場 

全体では、「感染症と自然災害どちらもない」が 45.7%と最も高く、「感染症の連携体制はある」が

25.5%、「自然災害の連携体制はある」が 20.4%、「わからない」が 24.8%となっている。 

 

図表 49 体制について検討する場の有無（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）訪問看護事業所以外の関係機関も参加する体制検討する場への参加 

（1）で「連携体制はある」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「感染症の連携体

制に参加している」が 74.8%と最も高く、「自然災害の連携体制に参加している」が 60.7%、「いずれも参

加していない」が 16.6%となっている。 

 

図表 50 参加の有無（複数回答） 

 

 

（３）訪問看護事業所以外の関係機関も参加した連携体制整備の必要性に対する考え 

（1）で「連携体制がない・わからない」と回答した事業所または（2）で「いずれも参加していない」

と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「感染症も自然災害も連携は必要」が 86.0%と最

も高く、「自然災害は必要だが、感染症は必要性を感じない」が 2.6%、「感染症も自然災害も連携の必要

性は感じない」が 1.1%、「感染症は必要だが、自然災害は必要性を感じない」が 0.9%、「わからない」が

8.7%となっている。 

  

74.8

60.7

16.6

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

感染症の連携体制に参加している

自然災害の連携体制に参加している

いずれも参加していない

無回答
全体(n=361)

25.5

20.4

45.7

24.8

0.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

感染症の連携体制はある

自然災害の連携体制はある

感染症と自然災害どちらもない

わからない

無回答
全体(n=1,225)
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図表 51 訪問看護事業所以外の関係機関も 

参加した連携体制整備の必要性に対する考え 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（４）会議体の状況 

（2）で「連携体制に参加している」と回答した事業

所に限定して質問したところ、全体では、「感染症と

自然災害ともに同じ会議体で実施している」が 79.5%
と最も高く、「感染症と自然災害は別の会議体で実施

している」が 11.1%となっている。 

 

図表 52 会議体の状況 

 

 

 

 

３．新興・再興感染症における連携体制の整備状況 

（１）新興・再興感染症発生に備えた検討の場の開催頻度 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回

答した事業所に限定して質問したところ、全体では、

「不定期で開催」が 45.2%と最も高く、「半年以内に

1 回以上」が 35.9%、「年 1 回程度またはそれ以下」

が 15.9%となっている。 

図表 53 新興・再興感染症発生に備えた検討の場の開催頻度 

 

 

 

  

感染症と自然
災害ともに同じ

会議体で実施

している
79.5%

感染症と自然
災害は別の会

議体で実施して

いる
11.1%

その他
8.9%

無回答
0.5%

全体(n=190)

感染症も自然
災害も連携は

必要

86.0%

感染症は必要だが、自然
災害は必要性を感じない

0.9%

自然災害は必要だが、感染
症は必要性を感じない

2.6%

感染症も自然災害も連携
の必要性は感じない

1.1%

わからない
8.7%

無回答
0.7%

全体(n=1,225)

半年以内に1 
回以上

35.9%

年1 回程度ま
たはそれ以下

15.9%

不定期で開催
45.2%

無回答
3.0%

全体(n=270)
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（２）新興・再興感染症発生に備えた検討の場に参加している関係者 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「訪問看護事業所」が 59.3%と最も高く、「訪問看護連絡協議会」が 51.1%、「医療機関（病院）」が

17.8%、「行政【市区町村】」が 17.8%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が 17.4%、「都

道府県看護協会」が 11.9%、「行政【地域包括支援センター】」が 11.5%、「地域独自の訪問看護事業所の

組織体」が 10.7%、「郡市区医師会」が 10.0%、「医療機関（診療所）」が 9.6%、「訪問介護事業所」が

8.5%、「通所介護事業所」が 7.8%、「行政【保健所】」が 7.8%、「医療機関（訪問薬局）」が 4.8%、

「行政【保健センター】」が 4.8%、「社会福祉協議会」が 4.1%、「行政【都道府県】」が 3.7%、「大学

等の看護系教員・研究者」が 2.6%、「医療機関（訪問歯科）」が 1.1%、「行政【その他】」が 0.0%とな

っている。また「わからない」が 2.2%となっている。 

 

図表 54 検討の場に参加している関係者（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.3

51.1

11.9

10.7

10.0

9.6

17.8

4.8

1.1

7.8

8.5

17.4

3.7

17.8

7.8

11.5

4.8

0.0

4.1

2.6

4.1

2.2

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

訪問看護事業所

訪問看護連絡協議会

都道府県看護協会

地域独自の訪問看護事業所の組織体

郡市区医師会

医療機関（診療所）

医療機関（病院）

医療機関（訪問薬局）

医療機関（訪問歯科）

通所介護事業所

訪問介護事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

行政【都道府県】

行政【市区町村】

行政【保健所】

行政【地域包括支援センター】

行政【保健センター】

行政【その他】

社会福祉協議会

大学等の看護系教員・研究者

その他

わからない

無回答

全体(n=270)
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（３）新興・再興感染症発生に備えた検討の場に参加している訪問看護事業所数 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「1 ～5 事業所」が 21.9%と最も高く、「21 事業所～」が 21.9%、「6 ～10 事業所」が 21.3%、

「11～15 事業所」が 10.6%、「16～20 事業所」が 8.8%となっている。 

 

図表 55 参加事業所数 

 

 

 

  

21.9

21.3

10.6

8.8

21.9

15.6

0% 5% 10% 15% 20% 25%

1 ～5 事業所

6 ～10事業所

11～15事業所

16～20事業所

21事業所～

無回答

全体(n=160)
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（４）新興・再興感染症発生に備えた検討の場の調整等中心的役割を果たしている関係

者 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「訪問看護連絡協議会」が 28.9%と最も高く、「訪問看護事業所」が 25.0%、「医療機関（病院）」が

7.4%、「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 5.1%、「都道府県看護協会」が 4.7%、「郡市区医師

会」が 4.3%、「行政【市区町村】」が 3.5%、「行政【保健所】」が 3.1%、「行政【都道府県】」が

2.7%、「医療機関（診療所）」が 2.0%、「行政【地域包括支援センター】」が 2.0%、「行政【保健セン

ター】」が 1.2%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が 0.8%、「社会福祉協議会」が 0.4%
となっている。また「わからない」が 6.3%となっている。 

 

図表 56 検討の場の調整等中心的役割を果たしている関係者 

 

 

 

  

25.0

28.9

4.7

5.1

4.3

2.0

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

2.7

3.5

3.1

2.0

1.2

0.0

0.4

0.0

0.8

6.3

2.0

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

訪問看護事業所

訪問看護連絡協議会

都道府県看護協会

地域独自の訪問看護事業所の組織体

郡市区医師会

医療機関（診療所）

医療機関（病院）

医療機関（訪問薬局）

医療機関（訪問歯科）

通所介護事業所

訪問介護事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

行政【都道府県】

行政【市区町村】

行政【保健所】

行政【地域包括支援センター】

行政【保健センター】

行政【その他】

社会福祉協議会

大学等の看護系教員・研究者

その他

わからない

無回答

全体(n=256)
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（５）新興・再興感染症発生に備え、検討済/検討中の内容 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「連絡網の整備」が 67.8%と最も高く、「備蓄品の管理」が 55.2%、「有事に備えた利用者情報の共

有」が 50.0%、「指揮命令系統について」が 48.5%、「有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の

利用者の同意の取り方」が 43.3%、「有事の際の利用者の安否確認方法」が 39.6%、「有事にサービス提供

を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方」が 39.3%、「有事に備えた介護サービス提供事業所

等との連携体制の構築」が 35.9%、「有事に備えた利用者への支援（セルフケア等）」が 35.6%、「有事の

際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法」が 34.8%、「施設・設備の点検」が

34.4%、「有事の際の利用者のトリアージ方法」が 34.1%、「ICT 等連携手段の整備」が 32.6%、「関係

機関との利用者の安否確認情報の共有」が 25.6%、「有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確

保」が 25.2%、「関係機関との合同研修・訓練」が 24.8%、「連携に必要な帳票類の作成」が 19.6%、

「有事の際の報酬請求方法の確認」が 18.1%となっている。 

 

図表 57 新興・再興感染症発生に備え、検討済/検討中の内容（複数回答） 
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39.6
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25.6
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3.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80%

指揮命令系統について

連絡網の整備

ICT 等連携手段の整備

施設・設備の点検

備蓄品の管理

有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の

同意の取り方

有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への

周知の仕方

有事に備えた利用者情報の共有

有事に備えた利用者への支援（セルフケア等）

有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築

有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安

否確認方法

有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保

有事の際の利用者の安否確認方法

有事の際の利用者のトリアージ方法

有事の際の報酬請求方法の確認

連携に必要な帳票類の作成

関係機関との利用者の安否確認情報の共有

関係機関との合同研修・訓練

その他

無回答

全体(n=270)
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（６）新興・再興感染症発生に備え、検討が必要にもかかわらず、検討できていない内

容 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「関係機関との合同研修・訓練」が 40.0%と最も高く、「有事の際の報酬請求方法の確認」が 39.3%、

「連携に必要な帳票類の作成」が 34.1%、「関係機関との利用者の安否確認情報の共有」が 30.0%、「ICT 
等連携手段の整備」が 29.6%、「有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保」が 28.9%、「有事

に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築」が 27.4%、「有事にサービス提供を代替する方法

の利用者・利用者家族への周知の仕方」が 26.7%、「有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利

用者の同意の取り方」が 24.4%、「有事に備えた利用者情報の共有」が 22.6%、「有事に備えた利用者への

支援（セルフケア等）」が 20.4%、「有事の際の利用者のトリアージ方法」が 19.6%、「有事の際の介護サ

ービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法」が 16.7%、「指揮命令系統について」が 15.9%、

「備蓄品の管理」が 14.4%、「施設・設備の点検」が 13.0%、「有事の際の利用者の安否確認方法」が

13.0%、「連絡網の整備」が 9.3%となっている。 

図表 58 新興・再興感染症発生に備え、検討できていない内容（複数回答） 
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指揮命令系統について

連絡網の整備

ICT 等連携手段の整備

施設・設備の点検

備蓄品の管理

有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の

同意の取り方

有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への

周知の仕方

有事に備えた利用者情報の共有

有事に備えた利用者への支援（セルフケア等）

有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築

有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安

否確認方法

有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保

有事の際の利用者の安否確認方法

有事の際の利用者のトリアージ方法

有事の際の報酬請求方法の確認

連携に必要な帳票類の作成

関係機関との利用者の安否確認情報の共有

関係機関との合同研修・訓練

その他

無回答

全体(n=270)
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（７）新興・再興感染症発生に備えた検討において苦労した/苦労している点 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「連携に関する情報が不足している」が 47.4%と最も高く、「帳票類の作成等運用ルールの具体化に時

間がかかる」が 46.3%、「訪問看護事業所以外の関係者の調整・合意形成に時間がかる」が 41.5%、「訪問

看護事業所間の調整・合意形成に時間がかかる」が 39.6%、「利用者の同意を得るのに時間がかかる」が

20.4%、「参加する訪問看護事業所が少ない」が 18.9%となっている。また「特にない」が 7.0%となって

いる。 

 

図表 59 苦労した/苦労している点（複数回答） 
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特にない

無回答

全体(n=270)
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（８）新興・再興感染症発生に備え、今後、連携が必要な機関 

2（2）で「感染症の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「訪問看護事業所」が 57.0%と最も高く、「医療機関（病院）」が 53.7%、「行政【市区町村】」が

53.7%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が 53.0%、「訪問看護連絡協議会」が 47.0%、

「行政【地域包括支援センター】」が 44.1%、「行政【保健所】」が 43.3%、「医療機関（診療所）」が

41.9%、「医療機関（訪問薬局）」が 37.0%、「郡市区医師会」が 36.7%、「訪問介護事業所」が 35.2%、

「都道府県看護協会」が 30.0%、「行政【保健センター】」が 25.6%、「通所介護事業所」が 23.7%、

「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 19.3%、「行政【都道府県】」が 17.8%、「社会福祉協議会」が

13.3%、「医療機関（訪問歯科）」が 10.7%、「大学等の看護系教員・研究者」が 3.7%、「行政【その

他】」が 1.9%となっている。また「わからない」が 4.1%となっている。 

 

図表 60 新興・再興感染症発生に備え、連携が必要な機関（複数回答） 
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訪問看護事業所

訪問看護連絡協議会

都道府県看護協会

地域独自の訪問看護事業所の組織体

郡市区医師会

医療機関（診療所）

医療機関（病院）

医療機関（訪問薬局）

医療機関（訪問歯科）

通所介護事業所

訪問介護事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

行政【都道府県】

行政【市区町村】

行政【保健所】

行政【地域包括支援センター】

行政【保健センター】

行政【その他】

社会福祉協議会

大学等の看護系教員・研究者

その他

わからない

無回答

全体(n=270)
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（９）新興・再興感染症発生に備え、今後、連携が必要な訪問看護事業所数 

全体では、「1 ～5 事業所」が 20.8%と最も高く、「21 事業所～」が 14.9%、「6 ～10 事業所」が

13.0%、「11～15 事業所」が 9.1%、「16～20 事業所」が 5.2%となっている。 

 

図表 61 今後、連携が必要な訪問看護事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．地震や洪水など自然災害時の連携体制の整備状況 

（１）自然災害発生に備えた検討の場の開催頻度 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「不定期で開催」が 37.0%と最も高く、「半年以内に 1 回以上」が 29.2%、「年 1 回程度またはそれ

以下」が 25.6%となっている。 

 

図表 62 検討の場の開催頻度 
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無回答
37.0%
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（２）自然災害発生に備えた検討の場に参加している関係者 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「訪問看護事業所」が 50.2%と最も高く、「訪問看護連絡協議会」が 37.0%、「行政【市区町村】」が

17.8%、「医療機関（病院）」が 13.7%、「行政【地域包括支援センター】」が 13.2%、「ケアマネ協議会

（含む居宅介護支援事業所）」が 11.9%、「訪問介護事業所」が 11.0%、「都道府県看護協会」が 9.1%、

「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 8.2%、「通所介護事業所」が 7.3%、「郡市区医師会」が

5.9%、「医療機関（診療所）」が 5.9%、「社会福祉協議会」が 5.0%、「行政【保健センター】」が

4.6%、「医療機関（訪問薬局）」が 4.1%、「行政【保健所】」が 3.7%、「行政【都道府県】」が 3.2%、

「医療機関（訪問歯科）」が 1.8%、「大学等の看護系教員・研究者」が 1.8%、「行政【その他】」が

0.5%となっている。また「わからない」が 4.1%となっている。 

 

図表 63 自然災害発生に備えた検討の場に参加している関係者（複数回答） 
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郡市区医師会

医療機関（診療所）

医療機関（病院）

医療機関（訪問薬局）

医療機関（訪問歯科）

通所介護事業所

訪問介護事業所

ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）

行政【都道府県】

行政【市区町村】

行政【保健所】

行政【地域包括支援センター】

行政【保健センター】

行政【その他】

社会福祉協議会

大学等の看護系教員・研究者

その他

わからない

無回答

全体(n=219)
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（３）自然災害発生に備えた検討の場に参加している訪問看護事業所数 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所のうち、「自然災害発生に備えた検

討の場に訪問看護事業所が参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「1 ～
5 事業所」が 19.1%と最も高く、「6 ～10 事業所」が 17.3%、「21 事業所～」が 15.5%、「11～15 事業

所」が 9.1%、「16～20 事業所」が 8.2%となっている。 

 

図表 64 自然災害発生に備えた検討の場に参加している訪問看護事業所数 
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（４）自然災害発生に備えた検討の場の調整等中心的役割を果たしている関係者 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「訪問看護連絡協議会」が 25.5%と最も高く、「訪問看護事業所」が 22.4%、「行政【市区町村】」が

15.1%、「医療機関（病院）」が 6.3%、「行政【地域包括支援センター】」が 5.2%、「都道府県看護協

会」が 3.6%、「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 3.6%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業

所）」が 2.1%、「行政【都道府県】」が 2.1%、「郡市区医師会」が 1.6%、「行政【保健所】」が 1.6%、

「行政【保健センター】」が 1.6%、「医療機関（診療所）」が 1.0%、「社会福祉協議会」が 0.5%となっ

ている。また「わからない」が 3.1%となっている。 

 

図表 65 自然災害発生に備えた検討の場の調整等中心的役割を果たしている関係者 
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大学等の看護系教員・研究者
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わからない

無回答

全体(n=192)
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（５）自然災害発生に備え、検討済/検討中の内容 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「連絡網の整備」が 67.1%と最も高く、「備蓄品の管理」が 52.1%、「指揮命令系統について」が

51.1%、「有事に備えた利用者情報の共有」が 45.2%、「有事の際の利用者の安否確認方法」が 41.1%、

「有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法」が 40.2%、「施設・設備の点

検」が 39.3%、「ICT 等連携手段の整備」が 35.2%、「有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利

用者家族への周知の仕方」が 35.2%、「有事の際の利用者のトリアージ方法」が 34.2%、「有事に他事業所

からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方」が 32.4%、「有事に備えた利用者への支援（セ

ルフケア等）」が 32.4%、「有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築」が 32.0%、「有

事の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保」が 28.3%、「関係機関との利用者の安否確認情報の共

有」が 28.3%、「関係機関との合同研修・訓練」が 25.6%、「連携に必要な帳票類の作成」が 23.7%、

「有事の際の報酬請求方法の確認」が 19.2%となっている。 

 

図表 66 自然災害発生に備え、検討済/検討中の内容（複数回答） 
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（６）自然災害発生に備え、検討が必要にもかかわらず検討できていない内容 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体で

は、「関係機関との合同研修・訓練」が 35.2%と最も高く、「有事の際の報酬請求方法の確認」が 34.7%、

「有事に備えた介護サービス提供事業所等との連携体制の構築」が 30.1%、「連携に必要な帳票類の作成」

が 29.7%、「有事に他事業所からサービス提供を代替する場合の利用者の同意の取り方」が 29.2%、「有事

の際の介護サービス提供事業所のスタッフの確保」が 28.3%、「ICT 等連携手段の整備」が 25.6%、「有

事に備えた利用者への支援（セルフケア等）」が 25.6%、「関係機関との利用者の安否確認情報の共有」が

25.6%、「有事にサービス提供を代替する方法の利用者・利用者家族への周知の仕方」が 25.1%、「有事に

備えた利用者情報の共有」が 24.7%、「有事の際の利用者の安否確認方法」が 19.2%、「有事の際の利用者

のトリアージ方法」が 19.2%、「指揮命令系統について」が 14.6%、「施設・設備の点検」が 13.7%、

「有事の際の介護サービス提供事業所のスタッフ本人や家族の安否確認方法」が 12.8%、「備蓄品の管理」

が 11.9%、「連絡網の整備」が 6.8%となっている。 

 

図表 67 自然災害発生に備え、検討できていない内容（複数回答） 
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（７）自然災害発生に備えた検討において苦労した/苦労している点 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、

「連携に関する情報が不足している」が 50.7%と最も高く、「帳票類の作成等運用ルールの具体化に時間がか

かる」が 43.8%、「訪問看護事業所以外の関係者の調整・合意形成に時間がかかる」が 43.4%、「訪問看護事

業所間の調整・合意形成に時間がかかる」が 39.7%、「利用者の同意を得るのに時間がかかる」が 21.9%、

「参加する訪問看護事業所が少ない」が 16.9%となっている。また「特にない」が 5.5%となっている。 

 

図表 68 自然災害発生に備えた検討において苦労した/苦労している点（複数回答） 

 

（８）自然災害発生時の、他の訪問看護事業所や関係機関との利用者の安否確認情報 

の共有 

2（2）で「自然災害の連携体制に参加している」と回答した事業所に限定して安否確認情報の共有につ

いて質問したところ、全体では、「まだ方針がまとまっていない」が 39.3%と最も高く、「議題に挙がった

ことがないため、わからない」が 21.5%、「共有する方向で検討中」が 18.3%、「共有する方針になってい

る」が 10.0%となっている。 

 

図表 69 他の訪問看護事業所や関係機関との 

利用者の安否確認情報の共有 
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（９）自然災害発生時に他の訪問看護事業所や関係機関と安否確認情報を関係機関と共

有する場合、同意書（原本・複写）はどの機関が保管するか 

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・共有する方向で検討中」と回答した事業所に限定

して質問したところ、全体では、「訪問看護事業所」が 30.6%と最も高く、「行政【市区町村】」が

9.7%、「訪問看護連絡協議会」が 8.1%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が 8.1%、「医

療機関（病院）」が 6.5%、「行政【地域包括支援センター】」が 4.8%、「地域独自の訪問看護事業所の組

織体」が 3.2%、「訪問介護事業所」が 3.2%、「行政【保健所】」が 3.2%、「医療機関（診療所）」が

1.6%、「社会福祉協議会」が 1.6%となっている。また「わからない」が 45.2%となっている。 

 

図表 70 同意書（原本・複写）はどの機関が保管するか（複数回答） 
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（10）自然災害発生時に安否確認情報のとりまとめの役割を果たす機関 

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・共有する方向で検討中」と回答した事業所に限定

して質問したところ、全体では、「訪問看護事業所」が 38.2%と最も高く、「訪問看護連絡協議会」が

20.6%、「医療機関（病院）」が 14.7%、「行政【市区町村】」が 8.8%、「ケアマネ協議会（含む居宅介

護支援事業所）」が 5.9%、「行政【保健所】」が 2.9%、「行政【地域包括支援センター】」が 2.9%、

「行政【その他】」が 2.9%となっている。また「わからない」が 2.9%となっている。 

 

図表 71 安否確認情報のとりまとめの役割を果たす機関 
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（11）自然災害発生時の安否確認情報の集約 

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・共有する方向で検討中」と回答した事業所に限定し

て質問したところ、全体では、「SNS を活用」が 30.6%と最も高く、「ICT 機器を活用」が 22.6%、「ホ

ワイトボードや紙を利用」が 22.6%となっている。また「わからない」が 21.0%となっている。 

 

図表 72 安否確認情報の集約 

 

 

 

（12）自然災害発生時にとりまとめた安否確認情報の漏れやダブり等を把握する方法 

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・共有する方向で検討中」と回答した事業所に限定

して質問したところ、全体では、「ホワイトボードや紙を利用」が 27.4%と最も高く、「SNS を活用」が

22.6%、「ICT 機器を活用」が 21.0%となっている。また「わからない」が 25.8%となっている。 

 

図表 73 とりまとめた安否確認情報の漏れやダブり等を把握する方法 
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（13）自然災害発生に備え、今後、連携が必要な機関  

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・共有する方向で検討中」と回答した事業所に限定

して質問したところ、自然災害発生に備え、今後、連携が必要な機関は、全体では、「医療機関（病院）」

が 71.0%と最も高く、「訪問看護事業所」が 66.1%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が

62.9%、「行政【市区町村】」が 61.3%、「訪問看護連絡協議会」が 54.8%、「医療機関（診療所）」が

50.0%、「訪問介護事業所」が 50.0%、「行政【地域包括支援センター】」が 46.8%、「医療機関（訪問薬

局）」が 41.9%、「通所介護事業所」が 38.7%、「行政【保健所】」が 32.3%、「社会福祉協議会」が

30.6%、「都道府県看護協会」が 25.8%、「郡市区医師会」が 25.8%、「行政【都道府県】」が 21.0%、

「行政【保健センター】」が 16.1%、「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 14.5%、「医療機関（訪問

歯科）」が 11.3%、「大学等の看護系教員・研究者」が 8.1%、「行政【その他】」が 3.2%となっている。

また「わからない」が 1.6%となっている。 

 

図表 74 自然災害発生に備え、今後、連携が必要な機関（複数回答） 
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（14）自然災害発生に備え、今後、連携が必要な訪問看護事業所数 

（8）で「安否確認情報を共有する方針になっている・

共有する方向で検討中」と回答した事業所のうち、自然

災害発生に備え、今後、連携が必要な機関として訪問看

護事業所を選択した事業者に限定し、訪問看護事業所数

について質問したところ、全体では、「1 ～5 事業所」

が 22.0%と最も高く、「6 ～10 事業所」が 7.3%、「11
～15 事業所」が 7.3%、「21 事業所～」が 7.3%、「16
～20 事業所」が 4.9%となっている。 

図表 75 自然災害発生に備え、今後、連携が必要な 

訪問看護事業所数 

 

 

 

５．事業継続計画（BCP Business Continuity Plan）作成状況等 

（１）感染症に関する BCP 作成状況 

全体では、「作成中」が 55.5%と最も高く、「未作成」

が 20.4%、「作成済み」が 20.2%となっている。 

図表 76 感染症の BCP作成状況 

 

 

 

 

 

（２）自然災害に関する BCP 作成状況 

全体では、「作成中」が 57.5%と最も高く、「未作成」

が 23.0%、「作成済み」が 15.6%となっている。 

図表 77 自然災害の BCP作成状況 
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（３）作成済、作成中の感染症の BCP を使った研修や訓練の実施状況 

（2）で「感染症に関する BCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したところ、

全体では、「研修や訓練を行っていないが、今後行うことを検討する」が 36.9%と最も高く、「策定を行っ

たら、研修や訓練を行うことを検討する」が 23.2%、「研修や訓練を行ったが、実態に即した内容にブラッ

シュアップしていない」が 15.4%、「研修や訓練を行い、実態に即した内容にブラッシュアップした」が

15.3%、「策定後のことはまだ決まっていない」が 7.4%、「研修や訓練を行っておらず、今後も行う予定

はない」が 0.3%となっている。 

図表 78  感染症 BCPを使った研修や訓練 

 

（４）作成済、作成中の自然災害の BCP を使った研修や訓練の実施状況 

（2）で「自然災害に関するBCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したとこ

ろ、全体では、「研修や訓練を行っていないが、今後行うことを検討する」が 38.3%と最も高く、「策定を

行ったら、研修や訓練を行うことを検討する」が 25.4%、「研修や訓練を行ったが、実態に即した内容にブ

ラッシュアップしていない」が 15.4%、「研修や訓練を行い、実態に即した内容にブラッシュアップした」

が 10.9%、「策定後のことはまだ決まっていない」が 7.9%、「研修や訓練を行っておらず、今後も行う予

定はない」が 0.7%となっている。 

図表 79  自然災害 BCPを使った研修や訓練 
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その他

無回答
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（５）新型コロナウイルス感染症による BCP 発動の有無 

（2）で「感染症に関する BCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したところ、

全体では、「発動しなかった」が 79.1%と最も高く、「発動した」が 20.7%となっている。 

図表 80 新型コロナウイルス感染症による BCP発動の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）新型コロナウイルス感染症により、実際に BCP を発動した際、想定通りに行う 

ことができたか 

（5）で「感染症 BCP を発動した」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「どちら

かというと想定通りに対応できた」が 57.3%と最も高く、「ほぼ想定通りに対応できた」が 19.3%、「どち

らともいえない」が 15.1%、「どちらかというと想定通りに対応できなかった」が 6.8%、「ほとんど想定

通りに対応できなかった」が 0.5%となっている。 

図表 81 新型コロナウイルス感染症により、実際に BCPを発動した際、想定通りに行うことができたか 
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どちらかというと想定
通りに対応できた

57.3%

どちらともいえ
ない

15.1%

どちらかというと想
定通りに対応できな

かった

6.8%

ほとんど想定通りに対
応できなかった

0.5%

無回答
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（７）自然災害発生による BCP 発動の有無 

（2）で「自然災害に関するBCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したとこ

ろ、全体では、「発動しなかった」が 96.0%と最も高く、「発動した」が 3.6%となっている。 

図表 82 自然災害発生による実際の BCP発動の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）自然災害発生により、実際に BCP を発動した際、想定通りに行うことができたか 

（7）で「自然災害 BCP を発動した」と回答した事業所に限定して質問したところ、全体では、「どち

らかというと想定通りに対応できた」が 56.3%と最も高く、「ほぼ想定通りに対応できた」が 28.1%、「ど

ちらともいえない」が 9.4%、「どちらかというと想定通りに対応できなかった」が 6.3%、「ほとんど想定

通りに対応できなかった」が 0.0%となっている。 

図表 83 自然災害発生により、実際に BCPを発動した際、想定通りに行うことができたか 
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（９）新興・再興感染症が発生した場合でも、訪問看護を継続して提供するために、今

後、連携を強化する必要があると感じる連携先 

（1）で「感染症に関する BCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したところ、

全体では、「訪問看護事業所」が 75.8%と最も高く、「医療機関（病院）」が 67.7%、「ケアマネ協議会

（含む居宅介護支援事業所）」が 59.3%、「医療機関（診療所）」が 58.9%、「行政【市区町村】」が

53.0%、「訪問看護連絡協議会」が 52.2%、「行政【保健所】」が 52.0%、「行政【地域包括支援センタ

ー】」が 50.7%、「医療機関（訪問薬局）」が 44.0%、「訪問介護事業所」が 43.9%、「都道府県看護協

会」が 34.4%、「郡市区医師会」が 29.1%、「地域独自の訪問看護事業所の組織体」が 28.8%、「行政

【保健センター】」が 28.3%、「通所介護事業所」が 27.8%、「行政【都道府県】」が 18.6%、「社会福

祉協議会」が 16.2%、「医療機関（訪問歯科）」が 11.5%、「行政【その他】」が 2.9%、「大学等の看護

系教員・研究者」が 2.9%となっている。また「特にない」が 0.4%、「わからない」が 2.7%となってい

る。 

図表 84 感染症の連携を強化する必要があると感じる連携先（複数回答）  
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行政【その他】

社会福祉協議会

大学等の看護系教員・研究者
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（10）自然災害が発生した場合でも、訪問看護を継続して提供するために、今後、連携

を強化する必要があると感じる連携先 

（2）で「自然災害に関するBCP を作成済または作成中」と回答した事業所に限定して質問したとこ

ろ、全体では、「訪問看護事業所」が 75.1%と最も高く、「医療機関（病院）」が 64.4%、「医療機関（診

療所）」が 57.2%、「ケアマネ協議会（含む居宅介護支援事業所）」が 56.5%、「行政【市区町村】」が

54.7%、「訪問看護連絡協議会」が 50.6%、「行政【地域包括支援センター】」が 49.2%、「医療機関（訪

問薬局）」が 44.2%、「訪問介護事業所」が 41.8%、「行政【保健所】」が 39.2%、「都道府県看護協

会」が 34.3%、「郡市区医師会」が 27.9%、「通所介護事業所」が 27.4%、「地域独自の訪問看護事業所

の組織体」が 25.0%、「行政【保健センター】」が 23.5%、「行政【都道府県】」が 21.6%、「社会福祉

協議会」が 16.2%、「医療機関（訪問歯科）」が 13.0%、「行政【その他】」が 3.5%、「大学等の看護系

教員・研究者」が 2.8%となっている。また「特にない」が 0.3%、「わからない」が 2.6%となっている。 

 

図表 85 自然災害の連携を強化する必要があると感じる連携先（複数回答）  
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６．自治体との連携 

（１）感染症に関する BCP 作成時や発動時において、相談したい自治体の部署 

5（9）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「高齢者福祉所管

部署」が 65.3%と最も高く、「保健衛生所管部署」が 57.2%、「災害対策所管部署」が 34.9%、「障害福

祉所管部署」が 31.5%、「児童福祉所管部署」が 9.6%、「総務所管部署」が 2.3%、「財務所管部署」が

1.4%、「商工労働所管部署」が 0.7%、「教育委員会」が 0.7%となっている。また「特にない」が 13.3%
となっている。 

図表 86 感染症に関する BCP作成時や発動時において相談したい部署（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自然災害に関する BCP 作成時や発動時において相談したい部署 

5（10）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「高齢者福祉所管

部署」が 66.3%と最も高く、「災害対策所管部署」が 62.9%、「保健衛生所管部署」が 42.2%、「障害福

祉所管部署」が 34.4%、「児童福祉所管部署」が 11.3%、「総務所管部署」が 2.9%、「財務所管部署」が

2.2%、「商工労働所管部署」が 1.4%、「教育委員会」が 1.0%となっている。また「特にない」が 14.9%
となっている。 
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図表 87 自然災害に関する BCP作成時や発動時において相談したい部署（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）感染症に関する BCP 作成時や発動時において最優先で相談したい部署 

5（9）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「保健衛生所管部

署」が 45.1%と最も高く、「高齢者福祉所管部署」が 39.2%、「災害対策所管部署」が 7.3%、「障害福祉

所管部署」が 2.2%、「児童福祉所管部署」が 0.3%、「商工労働所管部署」が 0.0%、「財務所管部署」が

0.0%、「総務所管部署」が 0.0%、「教育委員会」が 0.0%となっている。また「特にない」が 0.2%となっ

ている。 
図表 88 感染症に関する BCP作成時や発動時において最優先で相談したい部署 
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（４）自然災害に関する BCP 作成時や発動時において最優先で相談したい部署 

5（10）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「災害対策所管部

署」が 48.9%と最も高く、「高齢者福祉所管部署」が 37.4%、「保健衛生所管部署」が 5.7%、「障害福祉

所管部署」が 2.3%、「児童福祉所管部署」が 0.2%、「総務所管部署」が 0.2%、「商工労働所管部署」が

0.0%、「財務所管部署」が 0.0%、「教育委員会」が 0.0%となっている。また「特にない」が 0.2%となっ

ている。 

図表 89 自然災害に関する BCP作成時や発動時において最優先で相談したい部署 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）新興・再興感染症発生時も地域で介護保険サービスを継続して提供するため、自

治体にどのような支援を期待するか 

5（9）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「訪問看護事業

所・自治体・関係機関との情報共有システムの構築」が 83.5%と最も高く、「情報収集や情報の活用に関す

る研修会の実施」が 55.3%、「協議の場の設定」が 47.5%、「各地域での合同訓練の実施」が 40.5%とな

っている。 

図表 90 自治体にどのような支援を期待するか【感染症】（複数回答） 
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（６）自然災害発生時も地域で介護保険サービスを継続して提供するため、自治体に 

どのような支援を期待するか 

5（10）で「行政」を 1 つ以上選択した事業所に限定して質問したところ、全体では、「訪問看護事業

所・自治体・関係機関との情報共有システムの構築」が 84.9%と最も高く、「情報収集や情報の活用に関す

る研修会の実施」が 59.4%、「各地域での合同訓練の実施」が 51.9%、「協議の場の設定」が 50.5%とな

っている。 

図表 91 自治体にどのような支援を期待するか【自然災害】（複数回答） 

 

 

 

（７）地域で介護保険サービスを継続して提供するため、自治体に連携を働きかけてほ

しい関係者 

全体では、「医療機関（診療所）・医療機関（病院）への働きかけ」が 62.9%と最も高く、「介護サービ

ス提供事業所への働きかけ」が 62.6%、「連携していない訪問看護事業所への働きかけ」が 50.0%、「地域

住民への働きかけ」が 41.8%、「郡市区医師会への働きかけ」が 41.0%、「大学等の研究者からの助言」が

6.9%となっている。また「特にない」が 4.5%となっている。 

図表 92 自治体に連携を働きかけてほしい関係者（複数回答） 
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（８）地域で介護保険サービスを継続して提供するため、自治体が貴事業所に    

どのようなことを期待していると思うか 

全体では、「患者を中心とした医療・介護連携の中心的な役割」が 53.8%と最も高く、「医療機関と介護

サービス事業所の円滑なコミュニケーションの架け橋」が 53.7%、「地域の状況把握・地域分析への参画」

が 28.6%、「地域で取り組む介護保険サービス BCP について他法人への働きかけ」が 18.3%となってい

る。 

図表 93 自治体が貴事業所に期待していると思うこと（複数回答） 

 

７．アンケート回答者 

（１）回答者の性別 

全体では、「女性」が 74.8%と最も高く、「男性」が 14.4%、「答えたくない」が 1.7%となっている。 

 

図表 94 性別 
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53.8

28.6

18.3

1.6

25.9
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医療機関と介護サービス事業所の

円滑なコミュニケーションの架け橋

患者を中心とした

医療・介護連携の中心的な役割

地域の状況把握・地域分析への参画

地域で取り組む介護保険サービスBCP

について他法人への働きかけ

その他

無回答

全体(n=1,225)

女性
74.8%

男性
14.4%

答えたくない
1.7%

無回
答

9.1%

全体(n=1,225)
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（２）回答者の年齢 

全体では、「50 代」が 41.6%と最も高

く、「40 代」が 28.8%、「60 代以上」が

11.6%、「30 代」が 8.2%、「20 代以下」が

0.7%となっている。 

 

図表 95 年齢 

 

 

 

 

 

（３）回答者の通算勤続年数 

全体では、「10 年未満」が 40.0%と最も

高く、「20 年未満」が 24.7%、「20 年以

上」が 16.3%、「3 年未満」が 9.9%となっ

ている。 

 

図表 96 通算勤続年数 

 

 

 

 

 

（４）回答者の役職 

全体では、「所長」が 55.6%と最も高く、

「所長以外の管理職」が 28.9%、「一般職」が

6.4%となっている。 

 

図表 97 役職 

 

 

  

3 年未満
9.9%

10年未満
40.0%20年未満

24.7%

20年以上
16.3%

無回
答

9.1%

全体(n=1,225)

20代以下
0.7%

30代
8.2%

40代
28.8%

50代
41.6%

60代以上
11.6%

無回
答

9.1%

全体(n=1,225)

所長
55.6%

所長以外の管
理職

28.9%

一般職
6.4% 無回

答

9.1%

全体(n=1,225)



  75 

参考 自治体（市区町村）調査と訪問看護事業所調査比較 

 

 自治体調査及び訪問看護事業所調査において、相手に期待すること、相手から期待されていることを伺っ

た。その差について参考として掲載する。 

 なお、訪問看護事業所調査において、「自治体へ期待すること」と表現しており、「自治体」が「都道府

県」も含まれている可能性があることに留意が必要である。 

（１）訪問看護連絡協議会（事業所）に対する期待 

市区町村に対して「訪問看護連絡協議会（訪問看護事業所）に対して期待していること」、訪問看護事業

所に対して「自治体から期待されていること」を聞いたところ、（複数回答）、「医療機関と介護サービス

事業所の円滑なコミュニケーションの架け橋」、「患者を中心とした医療・介護連携の中心的な役割」の割

合が相互に高くなっている。 

「医療機関と介護サービス事業所の円滑なコミュニケーションの架け橋」では、市区町村が期待している

割合と、訪問看護事業所が期待されていると考える割合で 23.2 ポイントの差がみられた。 

 

図表 98 自治体が訪問連絡協議会（事業所）に対する期待と 

訪問看護事業所が自治体から期待されていると思っていることの比較（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）自治体に対する期待 

市区町村に対して「訪問看護事業所から期待されていること」、訪問看護事業所に対して「自治体に期待

していること」（自然災害、感染症別に連携が不足していると感じている機関に「行政」と回答した事業

所）を聞いたところ（複数回答）、「訪問看護事業所・自治体・関係機関との情報共有システムの構築」の

割合が高くなっている。 

「訪問看護事業所・自治体・関係機関との情報共有システムの構築」では、市区町村が期待されていると

考える割合と、訪問看護事業所が期待している割合で 38.8 ポイントの差がみられた。  

76.9

55.1

21.3

15.4

4.2

2.2

53.7

53.8

28.6

18.3

1.6

25.9
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医療機関と介護サービス事業所の円滑なコミュニケーションの架け橋

患者を中心とした医療・介護連携の中心的な役割

地域の状況把握・地域分析への参画

地域で介護保険サービスを継続して提供するための計画について他法人への働きかけ

その他

無回答

市区町村が訪問看護連絡協議会（訪問看護事業所）に期待していること（n=1,209）

訪問看護事業所が自治体から期待されていると思っていること(n=1,225）

％ 

23.2ポイント 
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％ 

24.5

57.6

19.8

23.1

2.0

18.2

5.4

18.4

2.8

50.0

62.6

41.0

62.9

6.9

41.8

1.2

4.5

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70

連携していない訪問看護事業所への働きかけ

介護サービス提供事業所への働きかけ

郡市区医師会への働きかけ

医療機関（診療所）・医療機関（病院）への働きかけ

大学等の研究者からの助言

地域住民への働きかけ

その他

特にない

無回答

自治体が訪問看護連絡協議会（訪問看護ステーション）から働きかけてほしいと考える関係者（n=1,209）

訪問看護ステーションが自治体に働きかけてほしい関係者(n=712）

39.8ポイント 

図表 99 訪問看護事業所が自治体に対する期待と自治体が訪問看護連絡協議会 

（訪問看護事業所）から期待されていると思っていることの比較（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）自治体に働きかけてほしい関係者 

市区町村に対して「訪問看護事業所が自治体に働きかけてほしいと考えている関係者」、訪問看護事業所

に対して「自治体に働きかけてほしい関係者」を聞いたところ（複数回答）、相互に「介護サービス提供事

業所への働きかけ」の割合が高くなっている。 

「医療機関（診療所）・医療機関（病院）への働きかけ」では、市区町村が働きかけて欲しいと考える割

合と、訪問看護事業所が働きかけてほしいと考える割合で 39.8 ポイントの差がみられた。 

 

図表 100 訪問看護連絡協議会（訪問看護事業所）が自治体に働きかけてほしい関係者と、 

自治体が訪問看護連絡協議会（訪問看護事業所）から働きかけてほしいと考える関係者（複数回答） 
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情報収集や情報の活用に関する研修会の実施
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無回答

自治体が訪問看護連絡協議会（訪問看護事業所）から期待されていると思っていること（n=1,209）

訪問看護事業所が自治体に期待すること（自然災害）(n=691）

訪問看護事業所が自治体に期待すること（感染症）(n=630）

38.8ポイント 
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Ⅱ－３．アンケート調査結果からの考察 
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（１）自治体調査 

・有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性について、「必要」「必要だが実際に連携す

るのは難しい（現実的ではない）」を合計した「必要」と認識している割合は 9 割を超え、市区町村の

多くは有事の際の介護サービス提供事業所間の連携体制の必要性を認識している（図表 24）。 

・「必要だが実際に連携するのは難しい（現実的ではない）」理由では、「法人ごとで対応されており、

法人間で取組をまとめる人がいないため」の割合が高く（図表 25）、取りまとめる役がいないことが

明らかとなった。 

・有事の際の介護サービス事業の継続に関する庁内の検討体制の有無では約 6 割で「感染症と自然災害ど

ちらもない」と回答しており、検討体制が整っているとは言い難い（図表 2）。整っている場合におい

ても、高齢者福祉所管部署が主導している割合は感染症が約 3 割、自然災害では約 2 割と低くなって

いる（図表 5）。市区町村には、防災計画等において有事における庁内での検討体制はあるものと想定

され、これらの検討体制の中で「有事の際における介護サービス継続」の視点で議論がされていないも

のと考えられる。さらに、介護サービスの継続にあたっては、高齢者福祉所管部署がリーダーシップを

発揮することが望ましい。 

・市区町村管内に有事に備えた介護サービス継続の検討体制が「構築されている」と回答した市区町村

は、約 1 割となっており、庁内の検討体制だけでなく、庁外の検討体制の整備状況も十分とは言い難い

（図表 16）。検討体制が「構築されている」と回答した市区町村では、構成メンバーとして「市区町

村」及び「介護サービス提供事業所」の割合が高く（図表 17）、中心的役割を担っているのは「市区

町村」であるとの回答が高くなっている（図表 18）。市区町村が中心的役割を担うことで検討体制が

円滑に進んでいる様子がうかがえることから、市区町村を中心とした検討体制を構築することが望まし

い。また、市区町村の庁内検討体制と同様に、市区町村管内にはさまざまな協議体等が既に構築されて

いるものと考えられ、この協議体等で「有事の際の介護サービスの継続」について検討がされていない

とも考えられる。 

・市区町村管内の有事に備えた介護サービス検討にて検討されている内容では、「有事に備えた介護サー

ビス提供事業所等との連携体制の構築」が最も高く、まずは検討体制を整え、そのうえで連携方法につ

いて検討する必要がある（図表 20）。 

 

（２）訪問看護事業所調査 

・訪問看護事業所以外の関係機関も参加した連携体制整備の必要性に対する考えでは、「感染症も自然災

害も連携は必要」「自然災害は必要だが、感染症は必要性を感じない」「感染症は必要だが、自然災害

は必要性を感じない」の連携体制が必要と考える合計は約 9 割であり、訪問看護事業所の多くが、訪問

看護事業所以外の関係機関も参加した連携体制の整備を必要だと感じている（図表 51）。 

・訪問看護事業所以外の関係機関も参加する有事の際における介護サービス提供に関する検討体制では、

「感染症の連携体制はある」が 2 割半ば、「自然災害の連携体制はある」が約 2 割で、検討体制の整

備状況も十分とは言い難い（図表 49）。検討体制が「ある」と回答した訪問看護事業所が、検討に参

加しているか聞いたところ、感染症では 7 割半ば、自然災害では約 6 割と訪問看護事業所の参加状況

は高く、検討体制を認知した訪問看護事業所は参加割合が高いことがうかがえる（図表 50）。 
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・構成メンバーとして「訪問看護事業所」及び「訪問看護連絡協議会」の割合が高く（図表 54、63）、

中心的役割を担っているのは「訪問看護事業所」及び「訪問看護連絡協議会」であるとの回答が高くな

っている（図表 56、65）。 

・市区町村管内の有事に備えた介護サービス検討にて検討されている内容では、「連絡網の整備」が最も

高く、具体的な内容について検討されていることもうかがえる（図表 57、66）。 

・有事に備え、今後、連携が必要な機関では、訪問看護事業所を除くと、「医療機関（病院）」「行政

【市区町村】」「ケアマネ協議会」の割合が高く（図表 60、74）、訪問看護事業所が実施している検

討体制に参画してもらう、または市区町村が参加している検討体制に参加する等、相互で実施している

体制を知り、理解を深め、連携していくことが重要である。 

・訪問看護事業所の BCP 策定状況が自然災害で 15.6%、感染症で 20.4%。作成中も含めると、自然災

害、感染症ともに 7 割以上が着手済みとなっている（図表 76、77）。また、BCP を使った研修や訓練

は、6 割以上が今後、検討すると回答している（図表 79）。介護サービス提供事業者は、BCP の策

定、研修の実施、訓練の実施等が義務付けられており（3 年間の経過措置あり）、災害や感染症が発生

した場合への意識が高まっている。より実効性の高いものとするよう、自治体が主導して研修や訓練に

取り組むことは、介護サービス事業所者間の連携を進めるうえで有効と考えられる。 
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Ⅲ．ヒアリング調査 
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１．ヒアリングの概要 

ヒアリング対象は、アンケート調査結果にて、「有事においても介護サービスを継続するための検討体制

を整えていると回答した自治体」、「庁外との検討体制が構築され、構成メンバーに訪問看護事業所または

訪問看護連絡協議会が含まれている自治体」の中から、有事の取り組みが行われている次の３自治体に、電

話によるプレヒアリングを行った。 

 

・島根県吉賀町 

・東京都江戸川区 

・愛知県碧南市 

 

 

２．ヒアリングのまとめ 

ヒアリングを行った３自治体では、これから起こりうる有事（感染症や自然災害）を自分ごととして捉

え、各自治体の状況に合わせた対応について、既存の取り組みや協議体を活用しながら、できることを考

え、有事への備えを推進していた。 

吉賀町では、社会福祉協議会との連携から社会福祉協議会の中での取り組み、行政の取り組みの役割分担

を明らかにし、相互で検討できる体制の構築を進めている。 

江戸川区では、既存の補助事業を足がかりとして、有事の人材確保と避難場所の確保を進めるとともに、

優先順位の高い住民から対応に取り組んでいた。 

碧南市では、有事に備え、介護サービス事業を継続できるよう新たな検討体制を構築し、現在では様々な

訓練を行う等、備えを進めている。 
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３．ヒアリング個票 

（１）島根県吉賀町 
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（２）東京都江戸川区 
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（３）愛知県碧南市 
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Ⅳ．手引きの作成 
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１．手引き作成に向けて 

令和 2 年度老人保健健康増進等事業「地域における中小規模の訪問看護事業所の機能強化 および事

業所間連携の推進に関する事業」（以下、「先行研究」という。）において、災害時等における訪問看

護事業所間の連携に関する調査を実施している。 

令和 2 年（2020）1 月 30 日、世界保健機関（WHO）が新型コロナウイルス感染について、パンデ

ミックを表明。その後、我が国においては、令和 2 年（2020）4 月 7 日に東京、神奈川、埼玉、千葉、

大阪、兵庫、福岡の７都府県に緊急事態宣言が出されている。アンケート調査は、新型コロナウイルス

の収束が見えない、令和 3 年（2021）1 月 5 日（依頼状投函）～1 月 25 日で実施したものである。 

アンケート調査からは、訪問看護事業所間の連携の問題点として、以下のことが明らかとなってい

た。 

新型コロナウイルス感染症 自然災害 
 小規模事業所は、連携の必要性を感じつつも、他
の事業所への支援ができる余裕がなく、連携を躊躇 

 訪問看護事業所間の連携において、自治体の関与
は低い 

 連携の検討内容は、連携の流れや利用者情報の
共有や連携のための利用者の同意の取り方が中心 

 医師会等関係者との連携の構築は 3 割にとどまっ
ていた 

 連携構築において情報不足と、関係者の調整・合
意形成や運用ルールの具体化に時間がかかること
を挙げていた 

 新型コロナウイルス感染症よりも、自然災害時の連
携が遅れている 

 小規模事業所は、連携の必要性を感じつつも、他
の事業所への支援ができる余裕がなく、連携を躊躇 

 新型コロナウイルス感染症に比べ、行政の関与度は
相対的に高い 

 新型コロナウイルス感染症に比べ、連携に関して検
討すべき項目が多い 

 医師会等関係者との連携の構築は 2割と低い 

 新型コロナウイルス感染症同様、連携構築において
は情報不足と、関係者の調整・合意形成や運用ル
ールの具体化に時間がかかることを挙げていた 

 

本事業で調査を行ったところ、新興・再興感染症や自然災害発生により、職員が出勤できなくなるな

どして一時的に体制縮小または休業せざるを得ない場合の、他法人の訪問看護事業所間の連携体制の整

備状況について、「わからない」の回答を除くと、6 割が「感染症と自然災害どちらもない」と回答し

ていた。 

連携体制がある場合は 9 割弱が検討の場に参加していること、「検討の場がない」または「検討の場

があるかどうかわからない」場合であっても、感染症や自然災害における連携は必要であるとしてお

り、今なお、連携体制整備が遅れている状況が明らかとなった。 

訪問看護サービス利用者は、平時において介護保険サービスと医療サービスの必要度が高く、有事に

はさらに支援の必要性が高まるハイリスク群である。健康状態だけでなく生活状況をも踏まえながら、

生命や健康に関するリスクの判断ができる訪問看護事業所と、介護保険サービス事業者及び介護保険の

保険者である基礎自治体が、平時から連携を深め、有事に備えることが重要となる。 

そこで、「新興・再興感染症や災害発生時における介護保険サービス提供継続連携体制整備推進の手

引き－訪問看護事業所連携編－」（以下、「手引き」という。）の作成に着手した。 
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検討に向けて、今回の検討の視点及び範囲を以下のように整理した。 

 

 

 

また、骨子を以下のように設定し、ワーキングを行った。 

 

 

  

目次 素案ページ数 内容 備考 
はじめに 表２ ・手引き作成の目的・活用方法等  
目次 P0   
【問題提起】 
訪問看護事業所との連携の必要性 

P1－P6 
 

■訪問看護の位置づけ 
■有事における訪問看護事業所の機動力 
■事業者団体 訪問看護ステーション（連絡）協議会の紹介（一覧） 
■有事の際の連携に関わる課題（アンケート調査結果より）  

 
訪看WG から 
 
アンケート結果から 

【連携体制の推進・強化】 
実効性の高い連携体制を整備するに
は 

P7－P12 ■有事を想定した必要な連携体制とは  
■連携促進に向けた検討の視点 
■連携体制整備のステップ  
 

 

【実効性の担保】 
連携の実効性を高めるために日ごろか
ら備える 
 

P13－P15 ■有事に備え、情報の共有を進める  
■有事に備え、フォロー体制を検討する  
■有事に備え、研修の場を設ける  

 

【Topics】 
活動事例の紹介 

P16－ 
 

■発災時の活動事例の紹介 
■平時の活動事例の紹介 

訪看WG から 
 

さいごに  ・委員長から  
関係者紹介 表３ ・委員、ワーキングメンバー一覧  
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２．ワーキングの主な意見 

訪問看護事業所ワーキングを 2 回、自治体ワーキングを 2 回、計 4 回のワーキングを行うとともに、

メール等で意見聴取を重ね、手引き（別添）を作成した。 

ワーキングで出された主な意見は以下のとおりである。 

（１）訪問看護ワーキング 

① 第 1回訪看ワーキングの主な意見 

自治体への要望 内容 

医師会との連携支援 

・有事に、指示書を出してもらえるタイミングなど、医師会と事前に取り決

めておくことが必要。 
・新型コロナウイルス感染症では、訪問看護事業所が閉鎖や休止した場合、

他の事業所にケアをお願いすることとなる。その場合も、医師の指示書が

必要になる。有事について医師会と話し合う必要があるが、その場面では

自治体が検討の場を設定した方が上手くいくのではないか。 
 （基礎自治体⇔都道府県⇔県医師会⇔郡市区医師会） 

在宅支援する自治体

の窓口や物資ルート

の整備 

・有事の際、避難所に行かない、あるいは一旦避難しても家に戻るケースが

多い。訪問看護を利用している場合、避難所が生活しづらいことが原因で

ある。物資が何処に届き、何処に声かけをすればいいか整備されていると

よい。（医療的ケアが必要な利用者や、認知症のある利用者等） 
在宅支援する自治体

の窓口や情報ルート

の整備 

・発災後、１次、２次の安否確認が勝負。訪問看護利用者の安否確認情報を

行政と共有することで、安否確認が出来ていない人の情報が得られる。行

政と情報を共有できるようにした方がよい。 
地域の計画や訓練等

に訪問看護事業所

（連絡協議会）を位

置付ける 

・自治体と連携するには、訪問看護連絡協議会の存在を認知し、団体と協議

する。防災会議をはじめとして、様々な会議の場に、連絡協議会が入る

と、傘下の訪問看護事業と情報を共有できる。 
 ←会議の場に声がかからない 

 

 

② 第 2回訪看ワーキングの主な意見 

アンケート調査結果を踏まえ、連携の進め方について討議を行った。 

連携の進め方 内容 

平時から備える 
・平時に出来ていないことは有事には出来ないと考えると、災害時の協力体

制を確実にするためには、日頃から災害対応を意識した取り組みや準備を

各々の訪問看護事業所がしておく。 

顔の見える関係が 
重要 

・市区町村単位のネットワークで、その市区町村の担当者と定期的に話せる

機会を作っておく。 
・自治体の担当者が替わっても繋がっている場、定例化した場が必要。 
・普段から話し合える体制を小さな単位で作る。 
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連携の進め方 内容 

既存の会議体を活用

する 

・訪問看護事業所としても連絡協議会としても医療介護体制や地域包括シス

テムなど会議には参加しているのではないか。新たに会議体をつくるより

も、自治体で運用されている既存の会議体を活用して、災害をテーマに話

しあうとよい。 

研修を活用する 
・自分達の事として予測出来ない、想像が出来ない場合もある。また、想像

できたとしても、どう動けば良いか分からないということもある。研修を

行い、具体的に考える機会を持つことも有効。 

BCP を活用する 
・介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成と絡めて、自治体、

訪問看護事業所双方の有事に対する備えの意識が高まるとよい。 
 

自治体に向けて、組織を横断的に作って貰いたいこと、 
そこに訪問看護が地域の要であり、メンバーに入れる必要性を記載する 

 

 

 

（２）自治体ワーキング 

① 第 1回自治体ワーキングの主な意見 

手引き骨子案及び訪問看護ワーキングを踏まえ手引き素案を作成し、検討を行った。 

手引き素案への意見 内容 

趣旨の明確化 

・自治体が行う法的根拠を示す。それにより、どこが主導で取り組むべきか

が明確になり、進めやすくなる。 
・二次健康被害の最小化をスローガンに掲げる。それと BCP の 2 本立て

で、説明してはどうか。 
・大規模災害時、災害対策本部が立ち上がり、保健医療調整本部が設置され

るが、7 月の通知で保健医療福祉調整本部となったことも根拠となる。 

市町村と都道府県の

役割の明確化 

・都道府県の役割も重要だし、なくてはならない。全体像を示していく時

に、市町村の役割と都道府県の役割が見えるようにする。 
・都道府県の中でも県庁と保健所は其々役割がある。例えば県庁は地域防災

計画の中に、平時から訪問看護事業所と協定を結ぶといったことを働きか

けるとか、保健所は介護事業所の指導的立場の班もあるので、そうした所

でも連携出来るところがあるといった記載があるとよい。 

物資ルートの整備 

・物資の支援について、災害時の部署と感染症の部署は異なるなど、自治体

の縦割りで事業所は混乱した。自治体側で整理されていなかったことや、

コロナ禍の災害であったため、防護服やマスクが不足している事業所に、

何処の部署がどう配るかについても整理するまでに時間がかかった。 
・災害が無い時、例えばコロナ禍で食事が届けられない場合に、誰がどのよ

うに、どのようなルートで届けるかということは、今も苦労している。保

健所なのか、市町なのか、福祉サービスを使って届けるのかなど、様々災

害の大きさも考慮して決めておかなければいけない。 

手引き素案の作成 
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手引き素案への意見 内容 

情報ルートの整備 

・効率的、効果的な漏れの無い情報共有と現状把握は自治体がやるべきこ

と。 
・何処に行けば、何が得られるのか、自治体によって異なる。自治体が、ど

のようにルートづくりをするかが課題。 

福祉避難所 
・多くの市町村で特養との協定を組んでいると思うが、「ベッドに空きが無

い＝受け入れが出来ない」となると、有事の際、行き場所がなくなること

も想定される。 

災害時要援護者 

・保健所では難病患者の災害時個別支援計画を作成しているが、市町村と共

有していなかった。計画を作成しても、訓練をしていなかった。具体的に

どう進めていくかについても、なんとなく関係者は分かっているが、災害

時に実際、動けるのかという問題があった。 

訪問看護事業所の 

位置づけ 

・震災時、訪問看護事業所が安否確認や支援をしてくれたが、それは仕組み

になっていない。訪問看護事業所は地域ケアや居宅介護支援事業所とは情

報共有をしているが市町村とはしていないので、災害時、訪看として何を

すればよいかが分からない。マニュアルは其々作成しており、それに基づ

いて動くが、地域の関係機関の中での訪看の位置付けが分からない。 
・訪問看護の人手不足と事業所閉鎖時の対応については、替わりの訪問看護

事業所が担うこととなる。そのようなことを想定し、整理しておくことが

重要である。 

介護サービスの分配

について 

・有事に、事業所がどれだけのサービスを提供出来るかは分からない。平時

のような潤沢なサービスは提供できないので、限られたサービスを、どう

分配するかで、どのようなケアプランの作成を行えば限られたサービスを

必要な人に提供できるのかを検討している。 
 

② 第 2回自治体ワーキングの主な意見 

手引き素案への意見 内容 

市町村と都道府県の

役割の明確化 

・手引きの目的としては市区町村だが、都道府県にも見て頂き参考にしても

らう。 
 

訪問看護事業所との

連携の必要性 

・訪問看護は、どんな事が出来る人達なのかを自治体に上手く伝えたい。医

療依存度の比較的高い人や避難所で服薬を継続する時の医療の継続を必要

とする人に関するアセスメントや支援も対応出来るのか出来ないのか。何

かあった時に訪問看護は何が出来るのかを冒頭で分かりやすく伝わるとよ

い。普段、介護関連の部署ではケアマネジャーと繋がっていればよいと考

えがちだが、ケアマネジャーが医療に関する情報や対応について訪問看護

にすると考えた時に、それをうまく伝えられるとよい。 
・市町村の色々な立場の方が読む事を前提とすれば、特定疾患や小児慢性特

定疾患などを中心にして、連携していくことの必要性があることを、もう

少し具体的に書いた方がよい。 
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手引き素案への意見 内容 
・自然災害時はアウトリーチが大事だが、訪問看護は平時から出来ている。

健康と安全をアセスメント出来るプロということや、潜在的な問題をしっ

かりと見ることが出来る看護職であるところを推し出せないか。 
〇有事における訪問看護事業所の機動力 
・感染症に関する部分が少し弱い。 
○有事の際の連携に関わる課題（アンケート調査結果より） 
・自治体が読むと何が課題なのかを明確に、端的に書いてある方がよい。 

実効性の高い連携体

制を整備するには 

〇基本の連携体制 
・災害については記述されているが、感染症についても主体は県になり、活

動の拠点は保健所になるので、感染症対策は連携を如何に取っていくかが

すごく重要な事ではないか。 
・ＭＥＣＥは漏れなくは意味が通じるが、重なりなくは敢えて重なりが有る

方がよいと思うところもある。 
・平時のＰＤＣＡに対して、有事のＯＯＤＡループの考え方が言われるよう

になった。走りながら動くが、アフターアクションレビューをしながら平

時のＰＤＣＡに戻すという考えがフィットするのではないか。 
・「顔の見える関係性を作れるようなネットワーク体制をつくる」というよ

うな、もう少し視点を体制づくりにした方がよい。 

連携の実効性を高め

るために日ごろから

備える 

・庁内連携は大きくは保健所と市区町村。そのキーになる福祉避難所や在宅

避難者を記載する。物資支援だけではなく人、物、情報などが関わるはず

で、記載が不足している。 
・何が起こるのかという青写真を描くところで、訪問看護が対応できる人々

に関する状況を書くのがよいのではないか。被害想定を明確にするという

項目を１つ立てると、かなり状況は整理されるかと思う。 
〇「訪問看護指示書」の発行・受け渡しに向けた準備 
・災害時には、どのような形で対応出来るかを協議するためのスタンダード

があるとよい。 

窓口の整備 
・窓口の一本化とは何に対する一本化なのか自治体からするとわかりにく

い。 
 

 

 

 

 

 

  メール等でご意見聴取を行い手引きの作成を行った 

  

手引き案の作成 

第 3 回委員会で検討 

手引き作成（別添参照） 
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Ⅴ．普及促進セミナーの開催 
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１．普及促進セミナーの概要 

 
本事業では、新興・再興感染症や災害発生等有事において介護サービス提供を継続するために自治体

等との連携の中心的役割を期待される訪問看護事業所とそれを支援する自治体等が連携し、協力体制整

備のための手引きの作成を行った。今回作成した手引きを、広く御活用いただくことを目的に、本セミ

ナーを開催した。 
  

 

概 要  

対象者 ・自治体の高齢者福祉所管部局、災害対策所管部局や保健衛生所管部局等 
・訪問看護事業所                                      他 

開催日時 令和５年３月３日（金）13:30～16:30（3時間） 

開催場所 ZOOM ウェビナー（事前登録必要） 

申込方法 周知したURLまたはQRコードより申込み  
 

開始 プログラム 趣旨・構成内容 ご登壇者（敬称略） 
13:30 開始   
13:30 開催挨拶 厚生労働省 老健局 老人保健課 

13:35 講義1 
新興・再興感染症や災害発生時における介護保
険サービス提供継続のための連携体制整備の必
要性について 

日本赤十字看護大学 
看護学部 看護学研究科 

教授 石田千絵 

13:45 講義2 自治体から見た連携体制整備の意義について 
日本赤十字看護大学 

看護学部 看護学研究科 
准教授 井口 理 

14:05 講義3 訪問看護ステーションから見た連携体制整備の
意義について 

神奈川県立保健福祉大学 
地域・在宅・学校保健領域 

教授 臺 有桂 

14:25 調査結果報告 基礎自治体及び訪問看護事業所調査結果報告 事務局 
14:45 休憩   

15:00 取組発表 
（1取組発表10分） 

【取組1】自治体の取組①（新潟県）  
【取組2】自治体の取組②（熱海市）        
【取組3】訪問看護ステーション連絡協議会の取組 
【取組4】全国訪問看護事業協会の取組 

新潟県三条地域振興局健康福祉環
境部 地域保健課 参事・地域保健

課長 相馬 幸恵 
 

熱海市 長寿介護課 長寿支援室長 
前川 美奈子 

 
熊本県訪問看護ステーション連絡協

議会 代表 木村 浩美 
 

一般社団法人全国訪問看護事業協
会 常務理事 中島 朋子 

15:40 解説 手引きについて 事務局 

15:50 パネル 
ディスカッション 有事を想定し、どのように備えるべきか コーディネータ 

石田千絵 
16:30 終了   
 

セミナーの概要 
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２．セミナー講演資料 

（１）講義 1 新興・再興感染症や災害発生時における介護保険サービス提供継続のた

めの連携体制整備の必要性について 

日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 教授 石田千絵氏 
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（２）講義 2 自治体から見た連携体制整備の意義について 

日本赤十字看護大学 看護学部 看護学研究科 准教授 井口 理氏 
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（３）講義 3 訪問看護ステーションから見た連携体制整備の意義について 

神奈川県立保健福祉大学 地域・在宅・学校保健領域 教授 臺 有桂氏 
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103 
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（４）自治体の取組① 新潟県 

新潟県三条地域振興局健康福祉環境部 地域保健課 参事・地域保健課長 相馬 幸恵氏 
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（５）自治体の取組② 熱海市 

熱海市 長寿介護課 長寿支援室長 前川 美奈子氏 
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（６）訪問看護ステーション連絡協議会の取組 熊本県 

熊本県訪問看護ステーション連絡協議会 代表 木村 浩美氏 
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（７）全国訪問看護事業協会の取組                          

一般社団法人全国訪問看護事業協会 常務理事 中島 朋子氏 
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３．セミナーの申込状況と参加状況 

（１）セミナーの申込状況 

セミナ－申込状況は以下のとおりである。 

 

   

都道府県 申込者数 都道府県 申込者数 都道府県 申込者数
01 北海道 40 15 新潟県 4 28 兵庫県 10
自治体（高齢者福祉関連） 5 自治体（高齢者福祉関連） 1 自治体（保健衛生関連） 8
自治体（保健衛生関連） 2 自治体（保健衛生関連） 1 訪問看護事業所 2
自治体（災害対策関連） 1 自治体（その他） 1 29 奈良県 18
自治体（その他） 1 訪問看護事業所 1 訪問看護事業所 17
訪問看護事業所 31 16 富山県 3 自治体・訪問看護事業所以外 1

03 岩手県 5 訪問看護事業所 2 30 和歌山県 3
自治体（高齢者福祉関連） 1 自治体・訪問看護事業所以外 1 自治体（保健衛生関連） 3
訪問看護事業所 4 17 石川県 1 31 鳥取県 2

04 宮城県 5 訪問看護事業所 1 訪問看護事業所 2
自治体（高齢者福祉関連） 3 18 福井県 12 32 島根県 7
自治体（保健衛生関連） 2 自治体（高齢者福祉関連） 2 自治体（高齢者福祉関連） 5

05 秋田県 9 訪問看護事業所 10 自治体（その他） 1
自治体（高齢者福祉関連） 1 19 山梨県 12 訪問看護事業所 1
自治体（保健衛生関連） 2 自治体（その他） 1 33 岡山県 2
訪問看護事業所 5 訪問看護事業所 10 自治体・訪問看護事業所以外 2
自治体・訪問看護事業所以外 1 自治体・訪問看護事業所以外 1 34 広島県 38

06 山形県 11 20 長野県 10 自治体（高齢者福祉関連） 6
自治体（保健衛生関連） 2 訪問看護事業所 10 訪問看護事業所 28
訪問看護事業所 9 21 岐阜県 12 自治体・訪問看護事業所以外 4

07 福島県 2 訪問看護事業所 12 35 山口県 1
自治体（保健衛生関連） 1 22 静岡県 4 訪問看護事業所 1
訪問看護事業所 1 自治体（高齢者福祉関連） 1 37 香川県 7

08 茨城県 6 自治体（保健衛生関連） 2 自治体（高齢者福祉関連） 1
自治体（高齢者福祉関連） 2 訪問看護事業所 1 自治体（保健衛生関連） 6
自治体（保健衛生関連） 3 23 愛知県 5 38 愛媛県 3
訪問看護事業所 1 自治体（高齢者福祉関連） 2 自治体（高齢者福祉関連） 1

11 埼玉県 32 自治体（保健衛生関連） 2 自治体（その他） 2
自治体（高齢者福祉関連） 2 訪問看護事業所 1 41 佐賀県 10
自治体（保健衛生関連） 3 24 三重県 21 訪問看護事業所 10
訪問看護事業所 24 自治体（高齢者福祉関連） 2 44 大分県 17
自治体・訪問看護事業所以外 3 自治体（保健衛生関連） 1 自治体（高齢者福祉関連） 2

12 千葉県 26 訪問看護事業所 16 自治体（保健衛生関連） 2
自治体（保健衛生関連） 2 自治体・訪問看護事業所以外 2 訪問看護事業所 2
訪問看護事業所 24 25 滋賀県 9 自治体・訪問看護事業所以外 11

13 東京都 7 自治体（高齢者福祉関連） 1 45 宮崎県 1
自治体（保健衛生関連） 2 訪問看護事業所 8 自治体（高齢者福祉関連） 1
訪問看護事業所 4 26 京都府 3 46 鹿児島県 1
自治体・訪問看護事業所以外 1 訪問看護事業所 2 自治体（高齢者福祉関連） 1

14 神奈川県 5 自治体・訪問看護事業所以外 1 47 沖縄県 1
自治体（保健衛生関連） 2 27 大阪府 19 自治体・訪問看護事業所以外 1
訪問看護事業所 2 自治体（その他） 1 自治体 113
自治体・訪問看護事業所以外 1 自治体（高齢者福祉関連） 4 訪問看護事業所 242

自治体（保健衛生関連） 14 自治体・訪問看護事業所以外 29
計 384
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（２）セミナーの参加状況 

セミナーの参加状況は以下のとおりである。 

※集団視聴可としており、視聴者数を示すものではないことに留意。 

 

 

  

都道府県 申込者数 都道府県 申込者数 都道府県 申込者数
01 北海道 33 15 新潟県 4 27 大阪府 14
自治体（その他） 1 自治体（その他） 1 自治体（その他） 1
自治体（高齢者福祉関連） 5 自治体（高齢者福祉関連） 1 自治体（高齢者福祉関連） 3
自治体（保健衛生関連） 2 自治体（保健衛生関連） 1 自治体（保健衛生関連） 10
訪問看護事業所 24 訪問看護事業所 1 28 兵庫県 6
自治体（災害対策関連） 1 16 富山県 2 自治体（保健衛生関連） 4

03 岩手県 4 訪問看護事業所 2 訪問看護事業所 2
訪問看護事業所 4 17 石川県 1 29 奈良県 17

04 宮城県 3 訪問看護事業所 1 訪問看護事業所 16
自治体（高齢者福祉関連） 1 18 福井県 12 自治体・訪問看護事業所以外以 1
自治体（保健衛生関連） 2 自治体（高齢者福祉関連） 2 30 和歌山県 2

05 秋田県 5 訪問看護事業所 10 自治体（保健衛生関連） 2
自治体（高齢者福祉関連） 1 19 山梨県 9 31 鳥取県 1
自治体（保健衛生関連） 1 自治体（その他） 1 訪問看護事業所 1
訪問看護事業所 2 訪問看護事業所 7 32 島根県 6
自治体・訪問看護事業所以外以 1 自治体・訪問看護事業所以外以 1 自治体（その他） 1

06 山形県 9 20 長野県 9 自治体（高齢者福祉関連） 4
自治体（保健衛生関連） 2 訪問看護事業所 9 訪問看護事業所 1
訪問看護事業所 7 21 岐阜県 11 33 岡山県 2

07 福島県 2 訪問看護事業所 11 自治体・訪問看護事業所以外以 2
自治体（保健衛生関連） 1 22 静岡県 3 34 広島県 24
訪問看護事業所 1 自治体（高齢者福祉関連） 1 自治体（高齢者福祉関連） 4

08 茨城県 4 自治体（保健衛生関連） 1 自治体・訪問看護事業所以外以 1
自治体（高齢者福祉関連） 2 訪問看護事業所 1 訪問看護事業所 19
自治体（保健衛生関連） 1 23 愛知県 3 35 山口県 1
訪問看護事業所 1 自治体（高齢者福祉関連） 1 訪問看護事業所 1

11 埼玉県 27 自治体（保健衛生関連） 1 37 香川県 6
自治体（高齢者福祉関連） 2 訪問看護事業所 1 自治体（高齢者福祉関連） 1
自治体（保健衛生関連） 2 24 三重県 17 自治体（保健衛生関連） 5
訪問看護事業所 21 自治体（高齢者福祉関連） 2 38 愛媛県 3
自治体・訪問看護事業所以外以 2 自治体（保健衛生関連） 1 自治体（その他） 2

12 千葉県 20 訪問看護事業所 14 自治体（高齢者福祉関連） 1
自治体（保健衛生関連） 2 25 滋賀県 7 41 佐賀県 7
訪問看護事業所 18 自治体（高齢者福祉関連） 1 訪問看護事業所 7

13 東京都 7 訪問看護事業所 6 44 大分県 12
自治体（保健衛生関連） 2 26 京都府 1 自治体（高齢者福祉関連） 3
訪問看護事業所 4 訪問看護事業所 1 自治体（保健衛生関連） 2
自治体・訪問看護事業所以外以 1 訪問看護事業所 2

14 神奈川県 5 自治体・訪問看護事業所以外以 5
自治体（保健衛生関連） 2 46 鹿児島県 1
訪問看護事業所 2 自治体（高齢者福祉関連） 1
自治体・訪問看護事業所以外以 1 自治体 88

訪問看護事業所 197
自治体・訪問看護事業所以外 16

合計 300
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資料：調査票 
 

 

 

 

 

  



118 

 

１．自治体調査票 
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２．訪問看護事業所調査票 
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令和４年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 

 

新興・再興感染症や災害発生時における介護保険サービス提供継続に関する調査研究事業 

報告書 

 

令和 5 年 3 月 

株式会社 日本能率協会総合研究所 

〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目 1 番地 22 TEL 03(3578)7500 FAX 03(3432)1837 
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